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第１　工業所有権分野プロジェクト連携促進事業の概要

１－１　事業の特徴

（1） 地域間協力

プロジェクト方式技術協力事業は二国間の協力を基本としている。本事業はＡＳＥＡＮお

よびその周辺国を対象に、特定の分野において継続的に協力を行う相互協力事業の性格を有

するものである。また、開発途上国において事業を実施することから、南南協力支援として

の性格も合わせ持つ協力である。　

（2） 参加各国にによる事業の実施

工業所有権において地域の連携を図り、我が国がイニシアティブをとりつつ本事業参加国

との協調的な協力を実施する。そのため、本事業はプロジェクト方式技術協力のような垂直

的な技術移転というより、参加各国が水平的な責任分担のもとに事業の計画作成・実施を行

うこととなる。

（3） 情報共有化と人的交流

ＡＳＥＡＮ諸国を中心とする関係機関の連携を図るため、本邦および関係国からの人材を

招へいしセミナーを開催、参加国間の『情報共有化』と『人的交流』の促進を図るものである。

（4） 移転技術の応用発展

本事業は、協力実施中または協力終了後のプロジェクトを活用して協力を実施することか

ら、プロジェクトにとって移転技術の応用・発展のための協力として位置付けられる。

１－２　本事業の果たす役割

工業所有権分野プロジェクト連携促進事業は、実施中のプロジェクト方式技術協力案件である

タイ工業所有権情報センタープロジェクトの活用を図り、これを核として人的交流によるネット

ワークの構築とＡＳＥＡＮ諸国など関係機関相互の情報の交換・共有化を図ることを目的として

実施される。

このため事業を実施していく過程では、以下の効果が期待される。

（1）国際協力事業団が実施中の当該分野のプロジェクト方式技術協力で得られた経験および情

報を周辺のＡＳＥＡＮ諸国などに伝播することにより域内の人材育成が図られる。

またこの事業において各プロジェクトに共通する課題を議論していくことは、既存のプロ
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ジェクトの活動の方向性を確定するうえで非常に役立つとともに、今後新たなプロジェクト

の立ち上げにおいても参考となりうる。

（2）ＷＴＯおよびＡＰＥＣに代表される国際的な動きの中で、関係国に対しては工業所有権分

野の制度整備が国際的合意に基づき進められるとともに、域内協力と国際機関における活動

との連携をさらに強化することが求められている。

（3）情報共有化と人的交流

ＡＳＥＡＮ諸国を中心とする関係機関の連携を図るため、本邦および関係国からの人材を

招へいしセミナーを開催、参加国間の『情報共有化』『人的交流』の促進を図るものである。

（4）移転技術の応用発展

本事業は、協力実施中または協力終了後のプロジェクトを活用して協力を実施することか

ら、プロジェクトにとって移転技術の応用・発展のための協力として位置づけられる。

１－３　事業を構成する主な活動

連携促進事業を構成する主な活動およびその具体的内容は次のとおり。

（1）連携促進委員会

連携促進委員会は、ＡＳＥＡＮ諸国などの関係機関とのネットワークの構築を目的とし、

基本計画策定、連携セミナーの開催、技術情報ネットワークの整備などの事業の実施にあた

りＪＩＣＡを補佐する。

（2）連携促進調査団の派遣

連携促進調査団は、連携促進委員会の提言を基にＪＩＣＡが作成した事業実施方針をもっ

て、ＡＳＥＡＮ諸国の関係機関に対し連携促進事業の実施を提案（オファー）し、共同して事

業を実施することの同意を取り付けるとともに、連携セミナーの開催に関するＡＳＥＡＮ諸

国などの要望を取りまとめる。

（3）連携技術調査員の派遣

連携技術調査員は、セミナー開催国のプロジェクトにおいて①連携セミナーの円滑な開催

のための日本および開催国との調整、②技術情報収集のための調査を実施する。これにより、

日本がイニシアティブをとり、かつ協調的に事業の実施を行うことを確保するものである。
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（4）連携セミナーの開催

1） 開催地：ＪＩＣＡがこれまでに実施、もしくは現在実施中の工業所有権関連プロジェク

ト

2） 参加招へい者など：ＡＳＥＡＮ諸国などの工業所有権関係者および政府関係機関の者

（注）先進国からの参加者は、自己負担。

3） 開催の概要（参考例）：

①参加招へい者および本邦からの講師の講演・発表など

②プロジェクトサイトでの実習

③技術情報の共有化の促進

4） 連携セミナー開催のテーマ

当面工業所有権情報分野を対象とする。

5） 開催期間：３日間程度

6） セミナー開催関係者

①ＪＩＣＡ在外事務所

②開催国の政府又はその関係機関（プロジェクト実施機関）
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連携促進の対象地域および事業実施の場所：
・ＡＳＥＡＮおよびその周辺諸国
・プロジェクト方式技術協力の実施サイト
連携促進協力の分野：
複数のプロジェクト方式技術協力が実施され
た分野（協力中、終了を問わない。）であって、
上記対象地域の連携が必要と認められる分野
をＪＩＣＡが決定し実施する。
事業実施までのプロセス（プロジェクトサイト）：
　①連携促進調査団の受入れ
　②連携技術調査員の受入れ
　③機材供与
　④連携セミナー講師（邦人）の受入れ
　⑤連携セミナーの開催

【委員会の目的】
　連携促進委員会を分野別に設置し、ＪＩＣＡ
が実施する連携促進事業に必要な技術情報、提
案を行うことを目的とする。

【業務内容など】
　①委員会の開催準備作業および開催
　②委員会の開催計画（案）の作成補助
　③連携促進調査の実施計画（案）の作成補助
　④連携協力セミナー開催要領（案）の作成補助
　⑤連携技術調査員の派遣計画（案）の作成補助
　⑥連携協力セミナー講師派遣の準備
　⑦そのほか

【資料－１】　連携促進事業概要 ＪＩＣＡ本部

事業の具体化・実施

①連携セミナー開催
②連携セミナー講師派遣

情報の交換・共有化体制
の構築
①技術情報の連携整備
②連携促進調査団の派遣

連携促進委員会の運営

①委員会の設置
②事業実施に関する提言
③技術面での助言
④そのほか

セ
ミ
ナ
ー
／
研
修
の
開
催
・
相
互
参
加

連携促進事業概要

情
報
交
換

ネットワークセミナーなどへの参加

・ＡＳＥＡＮおよびその周辺国の工業所有権機関

連携促進委員会
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第２　連携促進事業調査団

１．調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

国際協力事業団は、プロジェクト方式技術協力において、従来より産業高度化のための基

盤整備を目的とする工業所有権分野にかかる人材育成プロジェクトを実施してきている。一

方、ＷＴＯおよびＡＰＥＣに代表される国際的動きの中では、貿易・投資の自由化・円滑化

のため、工業所有権分野の制度整備が求められており、同分野の人材育成は、ＡＳＥＡＮ諸

国にとって重要な課題となっている。このような背景のもと、当事業団は、実施中および終

了したプロジェクトを活用し、これを核として人的交流によるネットワークの構築と関係機

関相互の情報の交換・共有化の促進を目的とした「工業所有権分野プロジェクト連携促進事

業」を実施している。

昨年度は、本事業の一環として、97年 10月にプロジェクト連携促進調査団をタイ国、ヴィ

エトナム国、インドネシア国に派遣し、タイ国にて 98年１月 20日～ 22日の３日間にわたっ

てＤＩＰ・ＪＩＣＡ共催の第１回工業所有権分野セミナーを開催したところである。

今次プロジェクト連携促進事業調査団は、タイ国にて予定されているＤＩＰ・ＪＩＣＡ共

催の第２回工業所有権分野セミナーのテーマにかかる意見交換を行い、セミナーの一般情報

などを盛り込んだＭ／Ｄの署名交換を行うことを目的とする。

１－２　調査団の構成

担当 氏名 所　属

団長 渡辺　正嘉
通商産業省　通商政策局

経済協力部　技術協力課　課長補佐

連携セミナー実施計画 田中　貞嗣
通商産業省　特許庁

総務部　国際課　地域政策班第二係長

プロジェクト協力企画 原田　隆興
国際協力事業団

鉱工業開発協力部　鉱工業開発協力第二課　職員
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１－３　調査日程

派遣期間　1998年 10月 25日（日）～ 10月 31日（土）

日順 月　日 曜 行　程 調査内容

1 10/25 日 ①成田 移動①（渡辺団長、田中団員、原田団員）

バンコク（JL717）

2 10/26 月
AM：ＪＩＣＡ事務所／打合せ、ＤＴＥＣ／表敬

PM：ＤＩＰ局長／表敬

3 10/27 火 ＤＩＰとの協議

4 10/28 水
AM：ＤＩＰとの協議

PM：新庁舎視察

5 10/29 木
ＤＩＰとの協議、Ｍ／Ｄ（案）作成

タイ環境改善自動車燃料プロジェクトとの打合せ（渡辺団長）

6 10/30 金
AM：合同調整委員会、Ｍ／Ｄ署名

PM：ＪＩＣＡ事務所／報告、日本大使館／報告

7 10/31 土

②バンコク 移動②（田中団員、原田団員）

成田（JL708）

タイ生産性向上プロジェクト終了時評価調査団に合流（渡辺団長）

註：ＤＴＥＣ（Office of Prime Minister, Department of Technical and Economic

Cooperation）技術経済協力局

ＤＩＰ（Department of Intellectual Property,Ministry of Commerce）

商務省知的財産局

同時期にタイ工業所有権情報センタープロジェクト巡回指導調査を実施している。

１－４　主要面談者

（1）タイ側

・商務省知的財産局（ＤＩＰ）

Mr.Piphat Intarasupht Director General

Mr.Santi Rattanasuwan Deputy Director General

Ms.Phinich Mathurapote Deputy Director General

Mr.Chookiat Krisanaphan Deputy Director General

Mr.Weerawit Weeraworawit Assistant Director General
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Mr.Banyong Limprayoonwong Assistant Director General

Mr.Narin Phasuntharatham Director of Service & Information Division

Mr.Pichet Pentrakul Director of Information Center of Intellectual

Property

Mr.Boonarith Suwannapool Director of Registration & Document Division

Mr.Somsak Panichayakul Director of Second Examination Division

Ms.Pajchima Tanasanti Director of Office of the Secretary

Mr.Pisanu Saksit Director of Technical & Planning Division

Mr.Surat Tasanawijitwongs Director of First Examination Division

Mr.Pilun Bhanich Supapol Deputy Director of Technical & Planning

・技術経済開発局（ＤＴＥＣ）

Mr.Banchong Amornchewin Chief of Japan Sub-division

External Cooperation Division1

Ms.Hataichanok Siriwat Program Officer of Japan Sub-division

External Cooperation Division1

・科学技術環境省（ＭＯＳＴＥ）

Ms.Mayuree Pongpudpunth Director of Scientific and Technological

Information Division

Ms.Waraporn Worasaweat Head of Patent and Standard Information Sub-

division Scientific and Technological Information

・商務省（ＭＯＣ）

Mr.Mongkol Somkhane Director of Chantaburi Narunat Institute

Ministry of Commerce

(2) 日本側

・日本大使館

東條　吉朗 一等書記官

・ＪＩＣＡタイ事務所

岩口　健二 所長
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鷲見　佳高 次長

中本　明男 所員

・タイ工業所有権情報センタープロジェクト

岩崎　嘉章 長期専門家　チーフアドバイザー

三浦　義章 長期専門家　業務調整

草野　正二 長期専門家　工業所有権情報

奥野　英幸 長期専門家　コンピューターシステム

平塚　敬一 長期専門家　研修・広報普及
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・概要英文説明ペーパーで説明す
る。

・「工業所有権セミナー」

・1999年１月下旬の３日間
（１月 27日～ 29日）。
（ラマダンは、12月 20日～１月
19日の予定）

・ＡＳＥＡＮ９か国
（タイ、フィリピン、インドネシ
ア、マレイシア、ヴィエトナム、
ラオス、ミャンマー、シンガポー
ル、ブルネイ）
ミャンマーが参加可能となっ
た。
シンガポール、ブルネイは自費
参加。

・上記９か国×２名＝ 1 8 名に加
え、タイ側からの参加者（ＤＩＰ
関係者10名、民間 70名程度）を
予定。（全体で 100名程度）

・第１日 　　－オープンセミナー
第２～３日－クローズド形式の
ワークショップ

・工業所有権分野における関連機
関の人的ネットワークの構築。

・工業所有権分野における技術情
報、知識、経験などの共有。

・工業所有権情報とインターネッ
ト

・英語

・ホテル（第１～第３日午前）
・ＤＩＰ（タイ知的財産局）（第３
日午後）

・　月　日（２か月半前）までに
ＤＩＰは、参加者所属機関に送
付。

１．連携促進事業の
概要説明

２．連携促進事業の
具体案の提示

２－１セミナー関連

（1） セミナー名

（2） 開催時期

（3） 参加国

（4） 参加者数

（5） セミナー内容

（6） 目的

（7） テーマ

（8） 会議言語

（9） 会場

２－２応募要領

（0） 参加国への
 　ＧＩ、Ａ23フォー
 ムなどの送付

・タイ側の要望を聴
取して決定する。

・左記の３日間につ
いてタイ側と協議
する。

・カンボディアにつ
いても参加可能と
するよう要請があ
ることが予想され
る。
・カンボディアは
ＡＳＥＡＮに加盟
していない、新規
案件は中断してい
る。

・ 概要ペーパーを説明
した。タイ側は、セミ
ナー開催が２回目と
いうこともあってス
キームを理解してい
る。

・ １月27日～ 29日で合
意。

・ タイ側は、ミャン
マーが参加可能と
なったことを歓迎し
ていた。

・ カンボディアについ
ては、現時点では不
可能であるが、将来
的にＡＳＥＡＮに加
盟したときには可能
性もあり得ることを伝
えた。

・ 左記案で合意。

・ 左記案で合意。

・ 左記案で合意。

・ 左記案で合意。

・ 左記案で合意。

・ エメラルドホテルで
合意。

・ 11月下旬

２．協議・調査結果

２－１　協議・調査結果の要約

項目 対処方針 備考 協議結果
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・チケットレスシステム
又は郵送により各国の
エージェントに送付
し、参加者がピック
アップする。

・プロジェクト調整員が
直接ホテルに支払う。
・プロジェクト調整
員が支払う。
・プロジェクト調整
員が支払う。
・プロジェクト調整
員が支払う。

・プロジェクト関係者が
チャーターする。

・プロジェクト関係者が、
ホテルに配布する。

・プロジェクト関係者が取
りまとめ、印刷する。
・プロジェクト関係
者が作成する。
・プロジェクト関係
者が行う。

・プロジェクト関係
者が作成する。

・　月　日（１か月半前）までに履
歴書（Ａ 23 フォーム）を直接
ＤＩＰに提出。は、参加者リス
トをタイＪＩＣＡ事務所に提出。

・　月　日（１か月前）までに
ＤＩＰは、参加者所属機関に通知。

・応募者は、それぞれの国の政府
から推薦を受けた者。工業所有
権業務に従事している政府職
員、政府関係機関職員。
・大学卒あるいは同程度の資格を
有する者。

・エコノミークラス往復航空券を
プロジェクトにて手配のうえ、
参加者が当該国にて、航空券を
取得する。

・デルタパシフィックホテル又はほ
かのホテル

・800バーツ／日

・500バーツ

・1,000バーツ

・出迎えなし（指定ホテルまで各
自）。

・車両　チャーター

・各自がホテルにチェックイン時
に取得する。

・未定。

・あらかじめ名前入りのものを作
成する。

項目 対処方針 備考 協議結果

・12月 10日

・12月 23日

・左記案で合意。

・左記案で合意。

・左記案で合意。

・左記案で合意。

・左記案で合意。

（1） 応募方法

（2） 決定通知

（3） 応募資格

２－３諸受入れ手続
き

（1） 航空券

（2） 宿泊ホテル

（3） 宿泊費の支払い

（4） 滞在費

（5） 空港使用料

（6） 空港～ホテルの
交通費

（7） 空港出迎え

（8） ホテル、セミ
ナー会場、ＤＩＰ
間の移動手段

２－４そのほか

（1） セミナー詳細案
内

（2） セミナーテキスト

（3） 名札

（4） 会場予約

３．そのほか

（1） セミナー・ワーク
ショップの議事録
作成



- 11 -

２－２　連携セミナーの実施要領

（1）タイ側との主な協議ポイント

① 参加国について

去年の参加国に加えてミャンマーが参加できるようになったことはタイ側が歓迎した。

また、タイ国のメコン流域協力対象国の一つであるカンボディア国は、現在ＡＳＥＡＮ

の正式メンバーでないので、招へいしないことにタイ側に異存はなかった。

② 日程について

日本側からの案として提示した 1999年１月 27日～ 29日の開催についてタイ側に異存

はなかった。

③ 開催場所について

セミナー３日目に、会場ホテルにおける講義とＤＩＰ内のＩＰＩＣの見学とを予定し

ていたところ、会場とするホテルはＤＩＰに近い必要があり去年と同様エメラルドホテ

ルが望ましい旨当方より説明。タイ側も同意し、Ｍ／Ｄ添付のＧＩにエメラルドホテル

を会場とする旨明記した。

④ １日目のオープンセミナーについて

１日目のオープンセミナーにタイ国民間からの参加者を募集することについてはタイ

側が協力する旨発言した。

⑤ セミナー開催までの手順・役割分担など

ＧＩ、Ａ３フォームを参加国に対して発送するなどの各期日・役割分担について協議。

各期日についてはＭ／Ｄ添付のＧＩのとおり合意。また、役割分担については別添 "Job

Allotment of Joint Seminar"のとおり合意。

⑥ 参加者に対して支給する日当

参加者に支払われる手当てなどについて協議したところ、タイ側はインフレに伴う物

価上昇分として日当を増やすべき旨主張したが、結局、日当は昨年度セミナー時の支払

いと同額の 800バーツを支給することで合意した。また交通費として 1000バーツ、空港

使用料として 500バーツ支給することで合意。

（2）主な合意事項（詳細はＭ／Ｄ添付のＧＩ参照）

① テーマ

工業所有権情報とインターネット

② 日程

1999年１月 27、28、29日（３日間）

③ 場所
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タイ・エメラルドホテル（１、２日目、３日目前半）

タイ知的財産局（３日目後半）

④ 参加者など

1） ＡＳＥＡＮ

ブルネイ、インドネシア、ラオス、マレイシア、ミャンマー、フィリピン、シンガ

ポール、タイ、ヴィエトナム（９か国）から各国原則２名

※シンガポール国、ブルネイ国は原則的に自費参加、そのほかは旅費、ＤＳＡ支給。

2） 日本

３名

3） オブザーバー

タイ知的財産局などから 10名程度

4） そのほか（オープンセミナーのみ）

タイ国民間関係者など 60～ 70名程度

※合計 100名程度を予定

⑤ 基本構成

前半１日をオープン形式のセミナーとし、後半２日をクローズド形式のワークショッ

プとする。

⑥ プログラム（暫定）

1） 第１日目

－（オープンセミナー）－

11：00～ 11：20 開会式

開会の辞　日本（ＪＩＣＡ）、タイ（ＤＩＰ）

11：20～ 12：10 基調講演「インターネットによる工業所有権情報普及」

“Dissemination of Industrial Property Rights Information using

the Internet”

スピーカー：タイ（ＤＩＰ）、日本（ＪＰＯ）

12：10～ 14：10 昼食

14：10～ 14：30 テーマⅠ：工業所有権庁に求める情報化政策

“Request to the Industrial Property Administration for

Information Policy”

スピーカー：タイ知的所有権協会代表
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14：30～ 14：40 ディスカッション

14：40～ 15：00 テーマⅡ：企業におけるインターネット利用と工業所有権情報取得

“Private Sector Use of the Internet and Acquisition of

Industrial Property Information”

スピーカー：タイの民間企業界代表

15：00～ 15：10 ディスカッション

15：10～ 15：30 コーヒーブレイク

15：30～ 15：50 テーマⅢ：情報ハイウェイ政策と工業所有権庁の情報化政策

“Information Highway Policy,and Industrial Property Agencies'

Information Policy”

スピーカー：マレイシア

15：50～ 16：00 ディスカッション

16：00～ 16：20 テーマⅣ：インターネットを利用した情報政策と工業所有権情報普

及政策

“Internet Information Policy,and Industrial Property

Information Dissemination Policy”

スピーカー：インドネシア

16：20～ 16：30 ディスカッション

16：30～ 16：50 閉会式

17：00 レセプション

2） 第２日目

－（クローズドワークショップ）－

10：00～ 10：30 インターネット情報発信ソフトウェアのデモンストレーション

“Demonstration of a Software Model for Dispatching Information

on the Internet”

デモンストレーター　日本
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1010：：3030～～ 1212：：0000 テーマテーマⅤⅤ：：インターネット利用における工業所有権情報の標準化にインターネット利用における工業所有権情報の標準化に

ついてついて

““Standardization of Industrial Property Rights InformationStandardization of Industrial Property Rights Information

in Internet Usein Internet Use””

議長　タイ議長　タイ

1212：：0000～～ 1414：：0000 昼食昼食

テーマテーマⅦⅦ：：工業所有権庁の事務処理工業所有権庁の事務処理・・審査処理の機械化と工業所有権情報ネットワー審査処理の機械化と工業所有権情報ネットワー

クク

““Mechanization of the Industrial Property Administration'sMechanization of the Industrial Property Administration's

Office andOffice and Examination Procedures,and an Industrial PropertyExamination Procedures,and an Industrial Property

Rights Information NetworkRights Information Network””

1414：：0000～～ 1414：：1515 ヴィエトナムヴィエトナム

1414：：1515～～ 1414：：3030 ラオスラオス

1414：：3030～～ 1414：：4545 ミャンマーミャンマー

1414：：4545～～ 1515：：0000 ブルネイブルネイ

1515：：0000～～ 1515：：1515 日本日本

1515：：1515～～ 1515：：3030 ディスカッションディスカッション

1515：：3030～～ 1616：：0000 コーヒーブレイクコーヒーブレイク

テーマテーマⅦⅦ：：工業所有権庁が発信すべきＨＰのコンテンツ工業所有権庁が発信すべきＨＰのコンテンツ

－各庁のＨＰの現状紹介および将来計画－各庁のＨＰの現状紹介および将来計画

““Homepage Contents to be sent out by Industrial PropertyHomepage Contents to be sent out by Industrial Property

Offices-Presentation of Current Homepages of IP OfficesOffices-Presentation of Current Homepages of IP Offices

and their Future Plansand their Future Plans””

1616：：0000～～ 1616：：1515 シンガポールシンガポール

1616：：1515～～ 1616：：3030 フィリピンフィリピン

1616：：3030～～ 1616：：4545 日本日本

1616：：4545～～ 1717：：0000 ディスカッションディスカッション

33）） 第３日目第３日目

1010：：0000～～ 1212：：0000 「インターネットによる情報発信－特にＩＰＩＣのインターネット「インターネットによる情報発信－特にＩＰＩＣのインターネット



- 15 -

1.Application for seminar budget
2.Air ticket arrangement
3.Accommodations arrangement
4.Accommodations payment
5.Seminar venue arrangement
(reservation/payment for coffee
break,lunch reception etc.)
6.Car arrangement/payment
7.Payment of daily allowance.
airport tax and transportation
allowance to the participants
8.Sending of GI and A3 form
etc.to participation countries
9.Examination of pacitipants
qualification
10.Sending of invitation letters
to the participants
11.Workshop arrangement(coffee
break,lunch,reception etc.)
12.Preparation of seminar/
workshop program
13.Asking for the lecturer and
material making for seminar/
workshop
14.Arrangement and printing of
material for seminar/workshop
15.Secretariat of the seminar
16.Making and distribution of
seminar pamphlet to the
participants
17.Preparation of participant list
18.Sending of participant list to
JICA Head Office
19.Making of seminar/
workshop minutes

システムを中心として」に関する講義

Lecture on Methods to send out Intellectual Property Information

through the Internet-A Case Study of ＩＰＩＣ Internet System

12：00～ 14：00 昼食

14：00～ 16：00 ＩＰＩＣプロジェクトサイト見学、デモンストレーション

Job Item
JICA Head JICA Thailand IPIC/Expert

DIP
Office Office Team

Job Allotment of Joint Seminar(DRAFT)

�
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２－３　調査団所見

（1）はじめに

国際協力事業団は、実施中のプロジェクトを活用し、これを核として人的交流による

ネットワークの構築と関係機関相互の情報の交換・共有化の促進を目的とした「工業所有権

分野プロジェクト連携促進事業」を実施している。

昨年度は、本事業の一環として、タイ国にて実施中のプロジェクトであるタイ工業所有

権情報センタープロジェクトを核として、98 年１月 2 0 日～ 2 2 日の３日間にわたって

ＤＩＰ・ＪＩＣＡ共催の第１回工業所有権分野セミナーを開催したところである。

今次プロジェクト連携促進事業調査団は、タイ国にて予定されているＤＩＰ・ＪＩＣＡ

共催の第２回工業所有権分野セミナーのテーマにかかる意見交換を行い、セミナーの実施

要領をまとめることを目的とした。

（2）協議内容

① セミナー開催時期および場所

来年１月 27日から 29日にかけ、前回に引き続きバンコクで開催。

② 参加国

ＡＳＥＡＮ９か国

タイ、フィリピン、マレイシア、インドネシア、ヴィエトナム、ラオス、ミャンマー、

シンガポール、ブルネイ

注：今回からミャンマーの正式参加が認められ、タイ側より歓迎の意が示された。

③ 主要テーマ

「工業所有権情報とインターネット」

④ 開催ロジ

関係者間（カウンターパート、長期専門家、ＪＩＣＡ本部および事務所）の役割分担を

明確化した。

（3）各論

ＩＰＩＣプロジェクトは、1995年７月より開始され、2000年６月での５年間を協力期間

として予定しているが、協力開始よりすでに３年が経過しており、今般の巡回指導調査で

は、中間評価を行いその結果を残りの２年間の協力計画の一部の見直しを行うもの。あわ

せて、来年１月に予定されているプロジェクト連携セミナー開催に関する協議を行った。

10月より検索システムを含むインターネットの情報公開が始まっており、サービス開始後

２週間程度しか経過していないにもかかわらず、外部から 1300 件以上のアクセス実績が
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上っている。これら工業所有権に関連した情報システムがＤＩＰ内部で活用されるととも

に、さらには外部からの期待に応えるものであることは明らかである。我が国の工業所有

権に関連したプロジェクト方式技術協力はタイ国が初めてのケースであるが、現在までの

協力の経験と実績をいかに、今後予定されているフィリピン国、ヴィエトナム国に対する

協力に生かしていくかを真摯に検討することが必要であると思慮される。今般の中間評価

の総合的な結果は、比較的良好なものであると判断されることから、①今後の２年間の残

された協力期間をタイ国に続く次への協力のよきモデルケースとして生かせるようプロ

ジェクト関係者のさらなる努力に期待したい。さらに、②来年１月に予定されている連携

セミナーの参加各国の関係機関相互において、ＩＰＩＣプロジェクトで得られた成果を情

報交換・共有化すること期待した。

（4）局長よりの要請について

ピパット局長より以下のような強い要請があった。

・タイ国への先行的な我が国の協力を完成させ、さらには今回のプロジェクト連携セミ

ナーのようにタイＤＩＰがリーダー的な役割を果たしたい。

・今般の協力をＡＳＥＡＮ工業所有権協力の一つのモデルケースとして生かしてほしい。

具体的にはフェーズ２としていつくかの残された課題を解決するため継続的なプロ

ジェクトタイプ技術協力の要請を今後検討したい。

新たな要請には直ちに答えることは困難であると考えられるが、今後、我が国からの協

力実績が目に見える形で上がってきたことおよびそれらを生かしたＡＳＥＡＮでの南南協

力の拠点整備としてとらえソフト型の広域プロジェクト方式技術協力としてのフェーズ２

協力の可能性を検討してみる価値はあると思慮される。
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第３　連携セミナーの実施

１．連携セミナーの概要

１－１　連携セミナーの開催について

本年度は、平成10年 10月にプロジェクト連携促進事業調査団をタイ国に派遣し、タイ国に

て平成 11年１月 27日～ 29日の３日間にわたって、ＤＩＰ・ＪＩＣＡ共催の第２回工業所有

権分野セミナーを開催することとした。

今回はＡＳＥＡＮの枠組みの下での工業所有権体制の強化に資するために、近年爆発的に

普及しつつあるインターネット技術の、各国工業所有権庁による積極的利用をめざし、各国

工業所有権庁情報専門家間の知識の共有および情報交換を図ることを目的としてセミナーお

よびワークショップを開催した。

なお、このセミナー開催に関連して、タイ国内における工業所有権情報、インターネット

の利用状況などについて、関連機関を訪問し調査を行った。
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１－２　セミナーおよび調査スケジュール１－２　セミナーおよび調査スケジュール

行程行程 調査内容など調査内容など

①① １月１月 1818日日 月月 成田→成田→ 移動移動

バンコクバンコク（（JL717JL717））

②② １月１月 1919日日 火火 午前午前：：ＪＩＣＡ事務所／打合せＪＩＣＡ事務所／打合せ

午後午後：：タイ知的財産局タイ知的財産局（ＤＩＰ）（ＤＩＰ）ＩＰＩＣプロＩＰＩＣプロ

　　　ジェクト視察　　　ジェクト視察

③③ １月１月 2020日日 水水 午前午前：：ＤＩＰ視察ＤＩＰ視察

午後午後：：ＤＩＰ副局長表敬ＤＩＰ副局長表敬

④④ １月１月 2121日日 木木 午前午前：：ＤＩＰ局長、ＤＩＰ局長、局長補佐表敬局長補佐表敬

午後午後：：ＮＳＴＤＡ／ＴＩＡＣ調査ＮＳＴＤＡ／ＴＩＡＣ調査

      　ＮＳＴＤＡ／ＮＥＣＴＥＣ調査　ＮＳＴＤＡ／ＮＥＣＴＥＣ調査

⑤⑤ １月１月 2222日日 金金 午前午前：：ＩＰＡＴ調査ＩＰＡＴ調査

午後午後：：ＭＯＳＴＥ／ＤＳＳ調査ＭＯＳＴＥ／ＤＳＳ調査

⑥⑥ １月１月 2323日日 土土 終日終日：：資料整理資料整理

⑦⑦ １月１月 2424日日 日日 終日終日：：資料整理資料整理

⑧⑧ １月１月 2525日日 月月 午前午前：：ＤＩＰ／資料整理ＤＩＰ／資料整理

午後午後：：タマサート大学調査タマサート大学調査

⑨⑨ １月１月 2626日日 火火 午前午前：：ＤＩＰ事前打合せＤＩＰ事前打合せ

午後午後：：局長補佐との内容協議局長補佐との内容協議

      　セミナー会場下見　セミナー会場下見

⑩⑩ １月１月 2727日日 水水 オープンセミナーオープンセミナー

午前午前：：開会セッション開会セッション

　　　　　　 　　　講演　　　講演「工業所有権情報の発展」「工業所有権情報の発展」

午後午後：：テーマ１～４テーマ１～４

　　　　       　ＤＩＰとの協議　ＤＩＰとの協議

夜　夜　：：レセプションレセプション

⑪⑪ １月１月 2828日日 木木 ワークショップワークショップ

午前午前：：テーマ６～８テーマ６～８

午後午後：：ＩＰＩモールＩＰＩモール・・ソフトウェアデモテーマ５ソフトウェアデモテーマ５

⑫⑫ １月１月 2929日日 金金 ワークショップワークショップ

午前午前：：テーマ９テーマ９

午後午後：：ＤＩＰ見学ＤＩＰ見学

　　　　 　　　　：：ＪＩＣＡ事務所打合せＪＩＣＡ事務所打合せ

⑬⑬ １月１月 3030日日 土土 終日終日：：資料整理資料整理

⑭⑭ １月１月 3131日日 日日 午後午後：：プランピックプラザなど視察プランピックプラザなど視察（不正商品市場）（不正商品市場）

⑮⑮ ２月２月　　　　１１　　日日 月月 バンコクバンコク

成田成田（（TG640TG640））
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１－３　主な面談者

タイ知的財産局 Piphat Intarasupht Director General

（ＤＩＰ） Santi Rattanasuwan Deputy Director General

Weerawit Weeraworawit Assistant Director General

Surat Tasnawijitwongs Director,Examination Division 1

Pichet Pentrakul Director,Intellectual Property

Information Center

Ornsuang Sutirasakul Computer Scientist

タイ科学技術環境省 Mayuree Pongpudpunth Director,Scientific and Technological

（ＭＯＳＴＥ） Information Division

Phandau Patchtavorn Scientific and Technological

Information Division

タイ国立科学技術 Suthee Researcher,ＮＥＣＴＥＣ

開発庁（ＮＳＤＡ） Phoojaruenchanachai

Kanchit Malaivongs Director,ＴＩＡＣ

Praditta Siripan Information Specialist,ＴＩＡＣ

チュラロンコン大学 Lerson Tanasugarn Director

タマサート大学 Pisawat Sukonthapan Executive Director

タイ知的財産協会 Suchart Thammapitagkl President

（ＩＰＡＴ） Dhiraphol Suwanprateep Attorney at Law

Uraiwan Damrongsuman Attorney at Law,Trademark & Patent Agents

King Wah Wong Head of Intellectual Property Dept.

Sareeya Galasintu Attorney at Law

Rutorn Nopakun Partner/Attorney at Law

Satyapon Sachdecha Attorney at Law

タイ発明協会 Kukkapat Kurmarohit Director

ＪＩＣＡ事務所 梅崎　裕 次長

鷲見佳高 次長

中本明男 所員

ＪＩＣＡ専門家 岩崎嘉章 ＩＰＩＣプロジェクトチーフアドバイザー

三浦義章 ＩＰＩＣプロジェクト調整員

平塚敬一 ＩＰＩＣプロジェクト長期専門家

奥野英幸 ＩＰＩＣプロジェクト長期専門家
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中村達之 ＤＩＰアドバイザー

ＪＥＴＲＯバンコク 日下善之 工業所有権調査員

センター

SI international 井口雅文 Co-President

１－４　連携セミナー開催結果

（1）名　称：第２回工業所有権分野プロジェクト連携セミナー

（2）期　間：平成 11年１月 27日（水）～ 29日（金）

（3）場　所：タイ国バンコク市エメラルドホテル

（4）次　第：（別添資料１参照）

（5）出席者：オープンセミナー約 100名

　　　　クローズドセミナー約 20名

ＡＳＥＡＮ各国（インドネシア、ラオス、マレイシア、ミャンマー、フィリピン、ヴィエ

トナム）、日本、タイ政府関係者、民間機関および弁護士事務所（30名）

（別添資料２　出席者リスト参照）

（6）内　容：

本セミナーは、初日が一般に公開されたオープンセミナー、二日目、三日目が各国関係

者のみによるクローズドワークショップとして行われた。

〈第１日・オープンセミナー〉

初日は、オープニングセレモニー（ＪＩＣＡ事務所次長歓迎挨拶、ＤＩＰ局長開会スピー

チ、特許庁審査第四部長の基調講演）が行われた後、鈴木が「工業所有権情報の発展」と題

して、特許情報普及における政府の役割の重要性を説明した。午後は、タイＩＰＡＴのルー

トン弁護士が、「工業所有権情報政策への期待」と題して、ＩＰＩＣサービスの問題点を指

摘したあと、チュラロンコン大学のラーソン教授が、日本国のパテントマップなどを引用

して、タイ国の企業などに工業所有権情報の有用性を認識させなければならないとした。

次いで、マレイシア国およびインドネシア国の代表が自国政府の情報政策と工業所有権庁

の情報政策について紹介した。

〈第２日・クローズドワークショップ〉

当初、二日目の議論は、日本側が行うＩＰＩモールのモデルソフトウェアのデモと、こ

れに続くインターネットによる工業所有権情報の標準化の問題から議論する予定であった

が、モデレータであるタイＤＩＰのウイラウイット氏が所要のため出席できなくなったた

め、午前のセッションと午後のセッションを入れ替え、当初、午後に議論することになっ

ていた「工業所有権庁の機械化」のテーマから議論が開始された。
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ラオス国、ミャンマー国代表は、制度自体が十分立ち上がっていない状況を説明し、ヴィ

エトナム国、日本国代表はそれぞれの機械化の進捗状況を報告した。

次いで、「ホームページのコンテンツ」に関する議論が行われ、フィリピン国が新しい

ホームページＩＰＯＷｅｂの内容を紹介し、日本国特許庁はＩＰＤＬ計画を紹介した。午

後は、デモに続いて、標準化に関する議論が行われた。

事前の打合せで、モデレータは、ＡＳＥＡＮ地域特許庁、商標庁の設立を強く意識した

議論を希望していたが、日本側からの要請で、ＩＰＩモールのデモをふまえ、なぜ電子化

と情報提供が必要かという面から議論することで合意した。

〈第３日・クローズドワークショップ〉

三日目は、ＩＰＩＣプロジェクトについて、岩崎プロジェクトリーダーとタイＤＩＰの

オルスン氏が説明とデモを行った。その後、結論ペーパーの検討が行われ、英文の修正を

加えて採択された。結論ペーパーの事前調整の段階で、タイ側は当初ＥＰＯの協力に感謝

する旨表現を盛り込んでいたが、内容が適切でないとして、全面的に書き直したものと

なった。午後のＤＩＰ見学を最後にセミナーは終了した。

（詳細は以下のとおり。）

〈オープンセミナー〉

日　時：平成 11年１月 27日（水）　10時開会

場　所：エメラルドホテル 14階「パノラマ」

開会セレモニー

【歓迎挨拶】 ＪＩＣＡタイ事務所次長　鷲見佳高氏

【開会スピーチ】 タイ知的所有権局局長　Piphat Intarasupht氏

ＪＩＣＡとともにこのセミナーを開催することは光栄である。このセミナー、知的所有権

（ＩＰ）情報に関する能力を高めることにある。ＩＰ情報について、ＡＳＥＡＮメンバーを含

めて、意見を交換することは、地域における知的財産制度の重要性を確認させるために重要

である。

各国の経済活動は難しい時期を迎えている。これを克服するためにもＩＰを利用しなけれ

ばならない。企業の人々にとっては難しい問題でもある。実用新案制度導入のための特許法

改正案が議会にかけられている。商標法についても、トレードシークレット、地理的表示の
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保護を図るための改正を提案している。一般公衆に対して、ワンストップ・サービスを可能

とするために、システムの再構築を行っている。エンフォースメントのために、税関、ＩＰ

裁判所に適切な情報が重要である。ＡＳＥＡＮ各国をカバーする情報の構築と人間関係の構

築が重要である。

【基調講演】 特許庁審査第四部長　小野新次郎氏

工業所有権情報には工業所有権制度自体に関連する情報と、特許権・技術に関する情報が

ある。特許情報を適切に提供することなしに、うまく機能することはできない。

インターネット利用は、特許制度を普及する意味でも重要である。しかもクリックするだ

けで、国内だけでなく、海外でも利用することができるものである。この意味で、インター

ネットは注目すべき手段と考えられる。特許情報は、Ｒ＆Ｄ活動に不可欠な特許権に関する

情報を含んでいる。効率的な特許情報の普及は、情報活動を求められている特許庁の最も重

要な使命といっても過言ではない。

インターネットは、ＩＰ情報を普及する一つの手段に過ぎない。しかしながら、毎年増加

するＩＰ情報を普及するために最も効率的な手段であることは証明されてきたように思われ

る。世界が情報化社会に向かいつつある中で、特許行政担当者は、このような潮流を把握し、

インターネットの役割を明確にし、かつ、情報普及へのインターネットの効率的な利用に前

向きに対応すべきである。

【工業所有権情報の発展】 （社）発明協会研究所副所長　鈴木伸一郎氏

現在、日本企業が毎年特許情報取得に費やす経費は、300 億円を越えるものと予測されて

いる。このように多くの金額を企業が投資する理由としては、特許情報が技術開発活動およ

び地球規模での経済活動に不可欠の情報となっていることがあげられる。

発明の公開は特許制度の重要な機能のひとつであるが、19世紀初めに、フランス・イギリ

スで始まった印刷物による特許文献の発行以前においては、特許制度は、公報の発行という

制度を持っていなかった。

紙情報の時代は 200年近くも続いたが、1960年に入って、特許情報の機械化可読化が急激

に進んだ。その契機としては、民間情報サービス産業の誕生と特許庁の機械化がある。その

後、光ディスク、ＣＤ -ＲＯＭなどの技術革新が特許情報の利用を変えていった。

この流れをさらに大きく変えたのが、インターネットをはじめとするネットワーク技術の

拡大と普及である。ネットワーク時代は、企業などにおけるインハウスシステムの普及を図

るとともに、特許庁のインターネットサービスを広く行わせるものとなった。インターネッ

トの利用は、情報のコンテンツ、利用方法、利用範囲など、さまざまな効果をもたらしたが、
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最も重要な影響は、最も重要な影響は、政府の特許情報普及政策を変更させたことと思っている。政府の特許情報普及政策を変更させたことと思っている。

テーマ１　工業所有権行政の情報政策への要望テーマ１　工業所有権行政の情報政策への要望

【講演者】【講演者】 タイ知的財産協会タイ知的財産協会（ＩＰＡＴ）　（ＩＰＡＴ）　Rutorn NopakunRutorn Nopakun氏氏

ＩＰＡＴは、ＩＰＡＴは、特許代理人、特許代理人、商標代理人、商標代理人、弁護士、弁護士、特許出願人による団体である。特許出願人による団体である。

タイ知的財産局タイ知的財産局（ＤＩＰ）（ＤＩＰ）が提供している、が提供している、インターネットによる特許情報の直接サービスインターネットによる特許情報の直接サービス

は、は、よく利用しており、よく利用しており、高く評価している。高く評価している。我々の扱う情報は、我々の扱う情報は、ＤＩＰの所有している情報ＤＩＰの所有している情報

全般に及んでいる。全般に及んでいる。ＤＩＰがサービスを拡大することを望んでいる。ＤＩＰがサービスを拡大することを望んでいる。

ＤＩＰのサービスについて民間部門は次のようなニーズを持っている。ＤＩＰのサービスについて民間部門は次のようなニーズを持っている。

第１に、第１に、ＤＩＰはさらに近代化すべきである。ＤＩＰはさらに近代化すべきである。マネージメント、マネージメント、組織などについて少なか組織などについて少なか

らず批判がある。らず批判がある。国内に限らず、国内に限らず、海外のデータを含めて効率的に利用できることが重要と考海外のデータを含めて効率的に利用できることが重要と考

えている。えている。ＤＩＰは、ＤＩＰは、次の世紀に向けて情報技術をさらに利用することが必要である。次の世紀に向けて情報技術をさらに利用することが必要である。

現在のＩＰＩＣの情報サービスについて、現在のＩＰＩＣの情報サービスについて、次のような問題が指摘されている。次のような問題が指摘されている。

ⅰⅰ））データベースのアップデートが遅れている。データベースのアップデートが遅れている。

Ｗｅｂサイトのアップデートが非常に遅れている。Ｗｅｂサイトのアップデートが非常に遅れている。（出願、（出願、公開、公開、登録時のみ）。登録時のみ）。たとえたとえ

ば拒絶されたかどうかが、ば拒絶されたかどうかが、データとして表に出ないことにより、データとして表に出ないことにより、出願人でない第三者に出願人でない第三者に

とっては、とっては、非常に大きな問題である。非常に大きな問題である。利用者は、利用者は、仕方がないので、仕方がないので、ＤＩＰで包袋ＤＩＰで包袋（ファイル（ファイル

ラッパー）ラッパー）のマニュアル調査を行うことになる。のマニュアル調査を行うことになる。

ⅱⅱ））ＩＰＣの付与が正確でないＩＰＣの付与が正確でない

このため、このため、ＩＰＣをサーチツールとすることはできなくなっている。ＩＰＣをサーチツールとすることはできなくなっている。この結果、この結果、欧州特欧州特

許庁のデータによるサーチまたはタイトル検索にとどまらざるを得ない。許庁のデータによるサーチまたはタイトル検索にとどまらざるを得ない。

ⅲⅲ））外国語の翻訳の問題外国語の翻訳の問題

タイの出願は、タイの出願は、ほとんどが外国企業の出願である。ほとんどが外国企業の出願である。これらは、これらは、タイ語に翻訳されてからタイ語に翻訳されてから

出願される。出願される。この際、この際、出願人の翻訳がバラバラになる。出願人の翻訳がバラバラになる。例えば松下電器産業の場合には、例えば松下電器産業の場合には、1414

の訳語が用いられている。の訳語が用いられている。このことは、このことは、出願人による検索を難しくしている。出願人による検索を難しくしている。英文での情英文での情

報は、報は、このような混乱を回避するためにも必要である。このような混乱を回避するためにも必要である。

ⅳⅳ））知的財産情報全体への拡大知的財産情報全体への拡大

知的財産には、知的財産には、特許だけでなく、特許だけでなく、商標、商標、著作権、著作権、地理的表示などを含むものである。地理的表示などを含むものである。現現

在のＷｅｂサービスは商標を含んでいない。在のＷｅｂサービスは商標を含んでいない。ＤＩＰは閲覧室で商標情報をサービスしていＤＩＰは閲覧室で商標情報をサービスしてい

るが、るが、有料である有料である（１時間（１時間 100100バーツで２時間まで）。バーツで２時間まで）。さらにこれには図面がない。さらにこれには図面がない。

包袋については、包袋については、現在利用者は、現在利用者は、マニュアルで調査せざるを得ない。マニュアルで調査せざるを得ない。記録の変化をみる記録の変化をみる

には、には、基本基本（プライマリ）（プライマリ）情報、情報、そのほかのファイルそのものを見なければならない。そのほかのファイルそのものを見なければならない。重要重要
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なことは、なことは、これらの情報へアクセスするために、これらの情報へアクセスするために、利用者がタクシーを利用しなければなら利用者がタクシーを利用しなければなら

ないことである。ないことである。インターネットは、インターネットは、これを自宅で利用できるようにするものである。これを自宅で利用できるようにするものである。商商

標は、標は、拒絶されたものかどうかはっきりしなければ、拒絶されたものかどうかはっきりしなければ、不安である。不安である。地理的表示、地理的表示、タイポグタイポグ

ラフィなど、ラフィなど、Ｗｅｂでサービスすべきものはまだまだ残されている。Ｗｅｂでサービスすべきものはまだまだ残されている。

ⅴⅴ））ＷｅｂＷｅｂ  ＮｅｗｓそのほかＮｅｗｓそのほか

タイ国では、タイ国では、法律の変更はＷｅｂで利用することができない。法律の変更はＷｅｂで利用することができない。我々の質問は、我々の質問は、ＤＩＰがＤＩＰが

インターネットでアクセスできるようになっているのに、インターネットでアクセスできるようになっているのに、Ｅメールを受け付けることとＥメールを受け付けることと

なっていないことである。なっていないことである。ほかの先進国のようにＥメールが受けられ、ほかの先進国のようにＥメールが受けられ、質問に答えられる質問に答えられる

ようにしてほしい。ようにしてほしい。

ＤＩＰに改善を期待する問題はまだ残っている。ＤＩＰに改善を期待する問題はまだ残っている。情報は特定の部分に限るべきではない。情報は特定の部分に限るべきではない。

可能な限りすべてを出すべきである。可能な限りすべてを出すべきである。

【参加者の発言】【参加者の発言】

サブジェクトマターのサーチについて、サブジェクトマターのサーチについて、ＩＰＣを利用できないのは事実である。ＩＰＣを利用できないのは事実である。ＤＩＰは、ＤＩＰは、

ＥＰＯの分類を用いてＩＰＣを組み替えると聞いている。ＥＰＯの分類を用いてＩＰＣを組み替えると聞いている。この成果を期待したい。この成果を期待したい。

私企業におけるインターネットの利用と知的所有権情報の取得私企業におけるインターネットの利用と知的所有権情報の取得

【講演者】【講演者】チュラロンコン大学知的所有権研究所知的所有権政策調査室長チュラロンコン大学知的所有権研究所知的所有権政策調査室長　　Lerson TanasugarnLerson Tanasugarn氏氏

（知的財産制度の概要について説明。（知的財産制度の概要について説明。その後特許文献に含まれる項目を説明し、その後特許文献に含まれる項目を説明し、抄録と実施抄録と実施

例が重要性を強調。）例が重要性を強調。）

タイ国におけるインターネットの利用は拡大しており、タイ国におけるインターネットの利用は拡大しており、最近の調査によれば、最近の調査によれば、120120万のホス万のホス

トがアクセスしたという記録がある。トがアクセスしたという記録がある。

インターネットの利用は、インターネットの利用は、米国のＵＳＰＴＯ、米国のＵＳＰＴＯ、ＩＢＭ、ＩＢＭ、ＱｐａｔＱｐａｔ--ＵＳなど多様である。ＵＳなど多様である。欧欧

州、州、日本国、日本国、タイ国にも特許情報利用のためのＷｅｂサイトが用意されている。タイ国にも特許情報利用のためのＷｅｂサイトが用意されている。しかしながしかしなが

ら、ら、ほかの商標、ほかの商標、サービスマークについては限られている。サービスマークについては限られている。

しかしながら、しかしながら、タイ国では情報サービスに競争がないことから、タイ国では情報サービスに競争がないことから、ⅰⅰ））ＩＰ情報をどのようＩＰ情報をどのよう

に利用したら良いのかよくわからないまま提供されている、に利用したら良いのかよくわからないまま提供されている、ⅱⅱ））コンピューター利用にかかコンピューター利用にかか

る経費負担が大きい、る経費負担が大きい、ⅲⅲ））ユーザーフレンドリーなシステムを提供するサイトがない、ユーザーフレンドリーなシステムを提供するサイトがない、といっといっ

た問題を生じている。た問題を生じている。このため、このため、アクセス料金が妥当かどうか判断できない場合が少なくなアクセス料金が妥当かどうか判断できない場合が少なくな

い。い。

日本企業は継続して特許情報を利用している。日本企業は継続して特許情報を利用している。日本企業の特許情報の利用は、日本企業の特許情報の利用は、サーチだけサーチだけ

でなく、でなく、情報の統計的な分析や発展図情報の統計的な分析や発展図（特許マップ）（特許マップ）の作成により大きな成果をあげている。の作成により大きな成果をあげている。

タイ国の民間企業は、タイ国の民間企業は、次の点を留意しなければならない。次の点を留意しなければならない。

ⅰⅰ））ＩＰ情報そのものを利用することＩＰ情報そのものを利用すること

ⅱⅱ））多くの情報がインターネットで利用できることを認識すること多くの情報がインターネットで利用できることを認識すること
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ⅲⅲ））ＩＰＩＣの事業を継続することＩＰＩＣの事業を継続すること

ⅳⅳ））企画に従って物事を進めるという認識をもつこと企画に従って物事を進めるという認識をもつこと

テーマ３　情報ハイウェイ政策と工業所有権庁の情報政策テーマ３　情報ハイウェイ政策と工業所有権庁の情報政策

【講演者】【講演者】マレイシアＩＮＴＡＮ知的所有権研修センターマレイシアＩＮＴＡＮ知的所有権研修センター（ＩＰＴＣ）（ＩＰＴＣ）上級プロジェクト調整官上級プロジェクト調整官

Ms.Jothimani. K. MuniandyMs.Jothimani. K. Muniandy氏氏

情報は国家の最も重要な経済資源のひとつである。情報は国家の最も重要な経済資源のひとつである。これは経済成長のエネルギーとなるだこれは経済成長のエネルギーとなるだ

けでなく、けでなく、マレイシア国全体の生活水準を向上させるものである。マレイシア国全体の生活水準を向上させるものである。これを推進するのがマレこれを推進するのがマレ

イシア国の情報ハイウェイ政策である。イシア国の情報ハイウェイ政策である。

マレイシア国の情報ハイウェイ政策は公式に発表されたものではない。マレイシア国の情報ハイウェイ政策は公式に発表されたものではない。情報ハイウェイ政情報ハイウェイ政

策は、策は、いくつかの規制政策、いくつかの規制政策、経済政策、経済政策、国家プロジェクトなどから導き出されるものである。国家プロジェクトなどから導き出されるものである。

マルチメディアマルチメディア・・スーパースーパー・・コリドールプロジェクトコリドールプロジェクト（ＭＳＣ）（ＭＳＣ）は、は、その最初の重要な投資でその最初の重要な投資で

あった。あった。これはこれは2020年間の枠組みで計画されており、年間の枠組みで計画されており、次の３つの段階の活動を含んでいる。次の３つの段階の活動を含んでいる。

第１段階では、第１段階では、７つの目玉商品７つの目玉商品（電子政府、（電子政府、遠隔医療、遠隔医療、Ｒ＆Ｄクラスター、Ｒ＆Ｄクラスター、成果規模製造成果規模製造

Ｗｅｂ、Ｗｅｂ、国境を越えたマーケティング、国境を越えたマーケティング、知的スクール、知的スクール、多目的知的カード）多目的知的カード）が創出される。が創出される。法法

的フレームワークと知的都市が構築される。的フレームワークと知的都市が構築される。第２段階では、第２段階では、マレイシア国および地球規模でマレイシア国および地球規模で

リンクされる。リンクされる。第３段階ではマレイシア国は知的社会に移行する。第３段階ではマレイシア国は知的社会に移行する。

マレイシア国のＩＰＤマレイシア国のＩＰＤ（知的財産部）（知的財産部）は、は、国内取引国内取引・・消費者問題省の一部局であり、消費者問題省の一部局であり、その主その主

なタスクは、なタスクは、知的財産権の保護と関連する政策の実施にある。知的財産権の保護と関連する政策の実施にある。ＩＰＤの情報管理政策は、ＩＰＤの情報管理政策は、イイ

ンターネットホームページと、ンターネットホームページと、ＰＡＮＴＡＳＰＡＮＴＡＳ（商標（商標・・特許手続き管理のための自動化プログラ特許手続き管理のための自動化プログラ

ム）ム）からなっている。からなっている。ホームページでは、ホームページでは、知的財産制度理解のために必要なガイドの提供、知的財産制度理解のために必要なガイドの提供、出出

願書類様式の説明、願書類様式の説明、他の関連サイトへのリンクが提供されている。他の関連サイトへのリンクが提供されている。ＰＡＮＴＡＳは、ＰＡＮＴＡＳは、ＩＰ庁ＩＰ庁

の陸を含む総合的な管理システムを完成させることを目的としている。の陸を含む総合的な管理システムを完成させることを目的としている。

ＩＰＤはまた、ＩＰＤはまた、インターネットあるいはイントラネットを使用して、インターネットあるいはイントラネットを使用して、情報の公衆および民情報の公衆および民

間企業への情報提供の研究を続けているところである。間企業への情報提供の研究を続けているところである。

テーマ４　インターネット情報政策と知的所有権庁の情報普及政策テーマ４　インターネット情報政策と知的所有権庁の情報普及政策

【講演者】【講演者】 インドネシアＢＰＰＴインドネシアＢＰＰＴ（技術評価応用庁）　（技術評価応用庁）　Trihino SastrohartonoTrihino Sastrohartono氏氏

情報は国家発展の戦略的な役割を演じている。情報は国家発展の戦略的な役割を演じている。工業所有権情報は、工業所有権情報は、特別のタイプの情報で特別のタイプの情報で

あり、あり、厳格な競争が拡大する公開市場時代において、厳格な競争が拡大する公開市場時代において、国家発展を左右する重要な情報である。国家発展を左右する重要な情報である。

現在、現在、工業所有権情報を一般に普及することは、工業所有権情報を一般に普及することは、司法省のＤＧＣＰＴ司法省のＤＧＣＰＴ（著作権特許商標総局）（著作権特許商標総局）
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の担当であるが、インターネットコンテンツに関する特別の政策は存在しない。

レセプション（17時半より）

〈クローズドワークショップ〉

日　時：平成 11年１月 28日（木）10時から１月 29日 16時まで

場　所：エメラルドホテル３階　「モラコット」

（１月 28日）

テーマ６：工業所有権庁の事務処理・審査手続きの機械化、および工業所有権情報ネットワーク

【講演者】ヴィエトナム工業所有権庁（ＮＯＩＰ）特許サーチャー　Ms.Nguyen Thin Van氏

ＮＯＩＰは、現在2003年に向けた特許自動化計画を企画している。この中には内部ＬＡＮ

の構築、国内の特許・意匠データベースの蓄積、公報発行のための機械化が含まれている。

【講演者】ラオス　科学技術環境機構（ＳＴＥＯ）技術官 Aphivath Sombounkhanh氏

ラオス国では商標のみが運用されている。特許、意匠などの制度は整備されていない。今

後これらを含めたＩＰ制度の近代化、インターネットを利用したホームページの提供、公衆

への普及などを図っていく。

【講演者】 ミャンマー　コンピューター研究大学講師　Ms.Daw Khin Win Maw氏

ミャンマー国では知的所有権制度は独立して存在せず、民法と刑法により商標が保護され

ているにすぎない。1994年の科学技術開発法をふまえ、技術移転の促進とＩＰ制度の構築を

めざしている。

【講演者】 日本国特許庁電子計算機業務課システム調整班長　富吉伸弥氏

日本国のペーパーレスシステムは、新しい時代にはいる。昨年からパソコン出願が始まり、

今年からフロッピー出願がなくなった。意匠商標についても電子出願を開始する。将来的に

はすべてインターネットによる出願を可能とする。

【同質疑応答】

・日本国特許庁は、なぜ特許から自動化を始めたか？（インドネシア国）

・日本国特許庁のパソコン出願ソフトの配布は、誰がどのようにして行っているか？（インド

ネシア国）
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・日本国特許庁の出願ソフトに通信ソフトは入っているのか？（マレイシア国）

・日本国の特許出願にインターネットは利用できるか？（マレイシア国）

・ソフトウェアは無料で提供しているのか？（マレイシア国）

テーマ７　工業所有権庁により提供されるホームページのコンテンツ

　　　　　ＩＰ庁の現在のホームページと将来計画の紹介

【講演者】フィリピン知的所有権庁（ＩＰＯ）上級特許審査官　Cecilio M. Fernandez氏

1998年、ＩＰＯのホームページＩＰＯＷｅｂのサービスが開始された。この中には、「About

us」「Service」「What's New」「ＦＡＱ」「Fee & Forms」「Other Info」「Site Index」が含まれて

いる。

【同質疑応答】

・Ｅメールによる意見などの状況はどうか（日本国）

【講演者】 日本国特許庁特許情報課　渡辺　仁氏

特許庁の情報政策は大きく変化させた。これは、保有するすべての情報を公開すること、イ

ンターネットを利用すること、無料で提供するという原則に基づいている。このための

ＩＰＤＬでは 4000万件の情報を公開する。

【同質疑応答】

・ＩＰＤＬはホームページからアクセスできるか？

・ＩＰＤＬにはサーチツールが用意されているか？

インターネットによる情報提供モデルソフトのデモ

【説明者】 日本特許情報機構　浅見新一氏

ＡＰＥＣ・ＩＰモール構想を年頭においたホームページソフトのデモと説明。

テーマ５　インターネットを用いた工業所有権情報の標準化

【モデレータ】 タイ知的財産局局長補佐　Weerawit Weeraworawit氏

【モデレータのプレゼンテーション】

多数のメンバーは、次の疑問を抱えていると思う。
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① なぜ、情報を電子化しなければならないか

② なぜその情報を一般に提供しなければならないか

③ この提供にあたって、なぜインターネットを用いなければならないか

［情報の電子化］

この地域のＩＰ庁は、この問題について経験が少ない。出願が登録されたものだけが情報

として利用されていた時点では、紙により利用も可能であったが、出願がすべて公開される

ようになると、情報が膨大となり、紙によるサーチは不可能となる。この数年間に、電子デー

タなしで利用できなくなった情報の例をあげることはそれほど難しいことではない。

電子化された情報が入手できたとしても、これをＨＴＭＬ化することは、そうたやすい問

題ではない。しかし、これを行わなければ、作成されたデータもインハウスユースに限定さ

れることになる。大学、法律事務所が利用可能になる。ＩＰ情報は一般に公開してこそ国の

発展に寄与する。エンフォースメントの問題も改善される。

［情報の外部提供］

エーサーの社長と話をする機会があったが、彼は、来るべき年のコンピューター産業の方

向が、３Ｅに代表されるものとみている。エンターティメント、エデュケーションおよびエ

レクトニクス・コマースである。現在、タイ国ではパソコンの販売価格は必ずしも安くない

のが、いずれテレビ並に安くなるものと考えている。最も効率的な方法をめざさなければな

らない。

［インターネットの利用］

重要なのは、情報をインターネットで頒布することである。インターネットの利用は、国

境を越えた情報の利用を可能とする。地域特許庁、地域商標庁をめざすとき、その前提とな

るのが情報の共通化である。日本国特許庁前長官の荒井氏は、グローバルパテント構想を打

ち上げた。我々は、地球規模でなく、地域規模での特許庁・商標庁をめざす。このネットワー

クにより電子サーチが可能となる。欧州特許庁や欧州商標庁ではすでにこの考え方は実現さ

れている。ＡＳＥＡＮの工業所有権庁間における人材の育成は、欧州などの大きな特許庁に

匹敵するものとなるだろう。タイ国の特許情報は、1979年に始まったもので、過去に発行さ

れたものであっても、電子データ化することは容易である。

データベースをインターネットにより外部に提供することは、24時間の利用を可能とする。

また、特許、商標などの技術・権利情報だけでなく、法律改正の具体的内容についてもアク

セスすることができる。このためには、ＩＰ法の条文が英文で提供されることが必要である。

また、インターネットでは、登録、出願に関するガイダンス、特にどのようにして権利を

保護することができるのか、侵害に対して何をすべきかといった情報を提供することがで

きる。タイ国内では、警察に知的財産権の情報が漏れなく配布されているというものではな



- 30 -

い。侵害に対して何をすべきかという点も、必ずしも十分認知されていない。これからはエ

ンフォースメントを強化し、海賊行為を防ぐことが重要であり、このためにもインターネッ

トによる提供が重要である。

［ＩＰ情報モール］

このために、すべての独立した情報が一元的に利用できるＩＰ情報モールの実現が重要で

ある。ＩＰモールは図書館と競合すべきである。情報は、ＡＳＥＡＮだけでなくアジア太平

洋に広げるべきである。基本的な情報あるいは生の情報は、同じサーチエンジンを持ち、自

由に互換性をもって利用可能とすべきである。

［特許情報普及］

特許情報の普及のためには、データおよびシステムのアップデートが必要である。このた

めには、設備と同じにこれを扱う人的資源の育成が重要である。このシンポジウムにおいて、

どういうステップをとるべきかを議論することも重要である。来るべき世紀に備えて、互換

性のある情報の構築を検討すべきである。

［言語上の問題］

情報の標準化の問題で重要なのは、言語上の問題である。フィリピン国はすべて英語で

データベースを構築している。タイ国は、現在タイ語で蓄積しているが、英文に変えること

も考えている。（外国出願が 95％以上であり）タイ出願人に対しては、英文化をすることのメ

リットを考えてもらう。各国が英文とすることにどのような問題があるのかを調査すること

を提案したい。この点で日本国の協力をお願いしたい。

［システム構築の問題点］

紙から電子データへの変換については、様々な問題がある。

ひとつは、ミャンマー国とラオス国であり、まず、制度自体を立ち上げる努力をすべきで

ある。政治的な問題があるとしても間接的にサポートしてほしい。

グローバルパテントの一部である、ＡＳＥＡＮ特許、ＡＳＥＡＮ商標を実現するためには、

言語の問題がある。電子データ化したとしても、使用する者が限られるのであれば、そのよ

うなシステム導入は合理的でない。すなわち、電子データシステムの導入には、①制度の構

築、②情報（データベース・システム）の整備、③電子データを提供する人材ではなく、電子

データを利用する人材の研修が不可欠である。経済的な問題に対応するためにも、利用でき

る人材の育成が重要な問題である。ＥＰＯは料金を切り下げたことにより予算的に窮屈に

なっている。頼れるのは日本国特許庁のほかにはない。
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（平成 11年１月 29日（金））

インターネットによる工業所有権情報提供の手法

　　　－ＩＰＩＣインターネットシステムのケーススタディ－

【講演者】 ＪＩＣＡ　ＩＰＩＣプロジェクトリーダー　岩崎嘉章氏

ＩＰＩＣプロジェクトの概要を説明

【講演者】 タイＤＩＰ　Ms.Ornsung,Sutirasakul氏

ＩＰＩＣのインターネットを利用した情報サービスの紹介、デモンストレーション

「工業所有権分野における第２回ＪＩＣＡ／ＤＩＰセミナーの結論」ペーパーの検討

【結論抜粋】

工業所有権分野における第２回ＪＩＣＡ／ＤＩＰセミナーの結論

（中略）

５ . ＡＳＥＡＮ代表はそれぞれのカントリーレポートを報告し、ＡＳＥＡＮ地域におけ

るＩＰ政策進展におけるコンピューター化の重要性について意見を交換した。参加者

は、ＡＳＥＡＮ各国の情報交換に関する協力活動が、ＩＰの保護と各庁の関連を強化

することについて認識を同じくした。また、工業所有権情報に容易にアクセスできる、

インターネットの利用が有効であるという点でも認識が一致した。しかしながら、コ

ンピューターシステムの互換性、コンピューターの応用分野の欠如、言語変換の問題、

文献の異なる標準フォーマット、人的資源の能力などについて、憂慮を示した。

６ . 参加者は、ＩＰ情報をインターネットで提供することの重要性について完全に合意

した。参加者はこのような情報が、それぞれの国の工業所有権政策のみでなく、地域

の商標・特許の協力を拡大するものであることを感じた。ＩＰ情報の公衆へのアクセ

スにより、さらなる創造と技術革新を促すものである。参加者は、最新の設備と十分

に訓練された人的資源の両方が重要であることを強調した。各国代表は、機械化と人

的資源の開発に関するＪＩＣＡとＪＰＯの充実した協力が可能であると認識した。さ

らに、各国の近代的知的所有権制度の導入および維持を確実なものとするため、ほか
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の手段についても模索する。

７ . 各国代表は、ＡＳＥＡＮ連携セミナーが地域のＩＰ情報普及の成功させるための

ツールのひとつとして重要であるとの認識で一致した。ＡＳＥＡＮ連携セミナーが、

ＩＰ情報をより新しいものとするためにも重要であり、様々な庁の幹部が参加するも

のとすべきである。これに関して、各国代表はＪＩＣＡとＪＰＯに継続的支援と協力

を要請することを検討する。

８ . 各国代表は、ＪＩＣＡおよびＪＰＯによる、ＡＳＥＡＮ各国に対する支援と協力の

拡大に心より感謝の意を表した。また、ＪＩＣＡおよびＤＩＰ対し、本セミナーの卓

越した企画運営とバンコク滞在中の厚遇に対して心からの感謝を述べた。

タイ国知的財産局の見学

（終了　16時 00分）

２．連携調査員の講演

２－１　小野新次郎氏の講演

（1）講演概要

セミナー第１日目（オープンセミナー）において、「インターネットによる工業所有権情

報普及」のテーマで基調講演を行った。概略は次のとおり。

・ＡＳＥＡＮ諸国の将来の発展のための工業所有権情報の重要性

・工業所有権制度自体に関する情報／技術情報／権利情報としての工業所有権情報

・工業所有権情報普及のためのインターネット利用の有効性

・日本国の（特に、インターネットを利用した）工業所有権情報普及政策の紹介

・工業所有権情報普及におけるインターネット利用の世界的な流れ

（2）成果

第１日目は、オープンセミナー形式ということもあり、アセアン各国からの参加者（タ

イ、インドネシア、フィリピン、マレイシア、ヴィエトナム、ラオスおよびミャンマーか

ら各２名）に加え、タイ官民からの知的財産関係者（大学教授、特許弁護士、技術者・研究

者など）の参加により、聴衆は約100名程度。工業所有権情報の重要性、同情報発信におけ

るインターネットの役割を多くの聴衆に印象づけることができた。

（3）提言および要望
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ＪＩＣＡプロジェクト方式技術協力による工業所有権情報センター（ＩＰＩＣ）プロジェ

クトの下、タイＤＩＰは自国文献をインターネット上で発信しており、インターネットに

よる情報発信の面で、タイ国はほかのアセアン諸国をリードしておりＤＩＰ関係者は大い

に自信を持っているように感じた。このような中、タイ国は本セミナーのホストとしてふ

さわしい役割を果たしたとともに、ほかのアセアン諸国の参加者に対して良い影響を与え

ることができたものと思料。

（4）所感

セミナー期間中ピパット局長との会談時、同局長からＩＰＩＣ事業終了後の継続的な協

力要請を受け、今後日本としてタイＤＩＰへの協力体制をどのようにすべきか検討する必

要性を認識。
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（仮訳）

工業所有権セミナー（連携セミナー）

於　タイ国・バンコク

小野特許庁審査第四部長基調講演

1999年１月 27日（水）

テーマ「インターネットによる工業所有権情報普及」

（冒頭挨拶）

本日お集まりの皆様は、ＡＳＥＡＮの工業所有権庁の自動化専門家として官の立場で工業所

有権の発展にご尽力下さっている方々、タイ国において民間の立場から工業所有権の発展にご

尽力下さっている方々、と伺っております。そのような皆様を前に、日本特許庁の代表の一人

として、本セミナーにおいてスピーチできることは大変光栄に存じます。このような機会を下

さった国際協力事業団に感謝いたします。また本会開催に向けてご尽力下さったタイ知的財産

局の皆様にもお礼申し上げます。

（ＡＳＥＡＮ－将来の発展に向けて）

さてＡＳＥＡＮ諸国は、現在、一時的に経済的な停滞を被っておりますが、21世紀に向けて

ＡＳＥＡＮ諸国がさらに発展することは誰も疑うことがないところです。ＡＳＥＡＮ諸国には、

多くの勤勉な労働力、豊かな天然資源がございますので、世界各国からの投資を呼び寄せるこ

とができました。そして、ＡＳＥＡＮの国々は各種の製品を世界中に供給する巨大な製造拠点

となってきました。私は、この世界への製品の供給者としての重要な役目を、21世紀に向けて

ＡＳＥＡＮ諸国がさらに担っていくものと信じております。

しかしながら、大競争（メガコンペティション）時代を迎え、国際的な枠組みの中での競争は

より熾烈になって参ります。このような熾烈な競争の中で、ＡＳＥＡＮ諸国の経済を再び上昇

軌道に乗せるべく、21世紀に向けてＡＳＥＡＮ諸国の皆様が準備しなければならないことがい

くつかあると私は思います。準備しなければならないこととは、「金融システム改革」、「自由貿

易の拡大」などのキーワードで表現されることです。そして、そのようなキーワードの一つとし

て、「工業所有権」があると私は考えております。

（工業所有権情報普及の重要性）

産業の発展のために工業所有権が重要であることは、いまさら皆様にお話しする必要はない

でしょう。ここでは、工業所有権情報の普及がいかに大切であるかを振り返ってみましょう。
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工業所有権に関する情報は、およそ以下の２点にカテゴライズすることができるでしょう。

（1）工業所有権制度自体に関連する情報、

（2）技術情報・権利情報としての工業所有権情報

　です。

（工業所有権制度自体の普及）

まず、工業所有権制度自体に関連する情報の普及の重要性を考えてみましょう。

工業所有権庁は、創作・アイデア・デザイン・商標といったものを尊ぶ価値観を国民に広く

行き渡らせ、国民に工業所有権制度を積極的に活用してもらうようにしなければなりません。

なぜならば、工業所有権が十分に周知され、活用されなくては、研究者、技術者は安心して研

究や技術開発に没頭できないでしょうし、デザイナーは創作意欲を失っていくことでしょうし、

多くの努力を払ってブランドイメージを作り上げてきた企業家は、商売を拡大する気を喪失す

ることでしょう。そして、このように研究者・技術者・デザイナーのクリエイティビティーの

芽を摘んでしまうこと、企業家の事業欲を削いでしまうことが、国家にとって大きな損失なる

ことは容易に想像できるでしょう。

このような国家的な損失を避けるために、工業所有権庁において情報普及の責を担っている

人間としては、工業所有権制度自体に関する情報をできる限り多くの人に知ってもらい、制度

を利用してもらうよう努めていかなくてはなりません。

（ユーザーへの制度ＰＲ）

それでは、インターネットをどのように工業所有権制度の普及に役立てればよいのでしょう

か。

多くの人々は、どういう手続きで特許がとれるのか、特許を取るにはどの位お金がかかるの

か、といったことを知りません。工業所有権制度・運用などの情報をインターネットに載せる

ことのメリットの一つは、多くの人－例えば工業所有権にそれほど興味がない人も－が簡単に、

「特許の取り方」的な初歩的な情報に簡単にアクセスすることができるようになることだと思い

ます。このことにより、より多くの人々に、発明・創作マインドが芽生えることになると思い

ます。

（工業所有権政策への意見聴取）

インターネット上の情報は、単に国内の人々にとどまらず、世界中の人々がクリック一つで

アクセスすることが可能です。また、インターネットの電子メールにより、ほとんどコストを

かけずに、しかも瞬時に、世界中の人々とコミュニケーションが図れるようになりました。こ
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のことは、どのような恩恵をもたらしてくれるでしょうか。

それは、インターネットを通じて多くの人々の反響が聞こえる、ということではないでしょ

うか。我々が提供する情報に対して、ユーザーからの声が還元されるので、我々はユーザーニー

ズをリアルタイムで把握することが可能となります。

このようなインターネットの利点は、我々が次代にどのような工業所有権政策を行うかに反

映することができます。工業所有権庁は、時代の変化に応じて、またユーザーが工業所有権行

政に何を求めているかに応じて、その政策を逐次変えていかなくてはなりません。インター

ネットは、ユーザーニーズを我々が収集するための絶好の手段です。

（技術情報・権利情報としての工業所有権情報の普及）

次に、技術情報・権利情報としての工業所有権情報普及の重要性について考えてみます。

工業所有権に関する情報のうち、例えば、特許に関する情報は技術開発の成果を説明した最

新の技術情報であると同時に誰がどのような権利を保有しているかを知ることができる重要な

権利情報でもあります。技術情報としての特許情報は産業技術開発のために極めて有用な情報

であります。これを国内の研究者・技術者に広く普及させることは、新たな技術創造の支援と

なり、非常に有意義なことであります。日本における多くの企業では、自社の研究者・技術者

に特許文献を読むことを奨励しております。特許文献を読むことにより、研究者・技術者は、技

術開発のトレンドを知ることができるためです。

また、特許情報が権利情報としての側面を有しているために、研究者・技術者は他者の特許

に抵触しない技術開発を行うことができ、経営者は企業活動を進めるうえで無用のトラブルを

未然に防止することができるのです。

技術情報・権利情報としての工業所有権情報の普及による恩恵は、単に一企業が享受するだ

けではありません。研究者・技術者が、技術開発のトレンドを理解することは、国の研究・開

発レベルが向上することを意味しますし、各研究者・技術者が、他人の特許との抵触関係を意

識しながら、技術開発を行うことは、国全体としてみれば、技術開発に対する重複投資が防が

れることとなります。

工業所有権庁において情報普及に携わる者にとっては、工業所有権情報を効率的に普及する

ことは最も重要な使命の一つであるといっても過言ではないと私は考えています。

（工業所有権情報の普及手段）

それでは、このように重要な工業所有権情報をいかに効率的に普及していけばよいでしょう

か。

工業所有権情報を普及していくためには、何らかの情報を伝達するための媒体が必要であり
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ます。ほんの数年前までは、この媒体は紙が中心でした。しかしながら、近年の電子情報技術

の進歩に伴い、工業所有権情報を運ぶ担い手は、紙媒体から電子データが記録された電子媒体

へと移行して参りました。電子データを用いるメリットは、検索の容易性・情報の加工性・情

報保管におけるスペースパフォーマンスなど計り知れないものがあることはいうまでもないと

思います。

工業所有権庁が電子データを提供する方法には、２通りございます。一つは、電子データを

ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープなどの媒体に記録して提供する方法と、そしてもう一つは、電子デー

タを専用ライン、インターネットなどの通信線を介して提供する方法です。いずれの電子デー

タの提供方法にも一長一短があるかと思います。日本の特許庁では、その一長一短を考慮した

うえで、いくつかの方法で工業所有権情報を提供しております。次に特許庁の取り組みをご紹

介いたします。

（特許庁の情報化政策）

特許庁は現在、公報については、特許・実用新案についてのみＣＤ -ＲＯＭ公報を発行して

います。これらのＣＤ -ＲＯＭ公報の発行に際しては、電子的な閲覧体制を整備することとし、

それまでの紙公報利用者が不便を感じないような形での移行を考慮した結果、紙公報から

ＣＤ -ＲＯＭ公報へのスムーズな移行ができたと考えております。2000年に予定されている意

匠・商標・審判のペーパーレス化にあわせて、意匠・商標・審判についてもＣＤ -ＲＯＭ公報

を発行する予定です。

特許庁が現在オンラインで行っている情報提供サービスの主なものとしては、総合資料デー

タベースによる閲覧サービスがあげられます。総合資料データベースとは、特許庁が発行した

特許・実用新案・意匠・商標の公報ならびに主要な外国特許公報のイメージデータを、光ディ

スクに蓄積したデータベースです。このデータベースを利用可能な端末は、特許庁舎内の情報

館、および地方の特許室などの公衆閲覧施設に設置されております。これらの端末は、専用線

により接続されており、質の高い高速サービスにて提供されております。

特許庁では、インターネットサービスを 1996年４月から開始いたしました。これまでの特許

庁ホームページの内容は、特許庁の公報、工業所有権行政の紹介、権利取得手続の説明、検索

サービスの提供などでしたが、今後は、技術情報・権利情報としての工業所有権情報も積極的

に提供しようと考えています。

（インターネットのメリット）

インターネットサービスを開始する以前は、公報などの工業所有権情報を得るためには、先

程の総合資料データベース、民間業者が提供する検索用データベースなどを利用しなければな
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りませんでした。このようなデータベースは、初心者が利用するには必ずしも手ごろなもので

はなく、また、利用できる場所は、特許庁舎内の情報館、地方の特許室など、特定の場所に限

られていました。したがって、そのユーザーは弁理士、大企業の研究所などの工業所有権のプ

ロフェッショナルのみに限られていました。しかしながら、インターネットサービスを開始し

たことによって、公報などの工業所有権情報は、大学の研究者・中小企業の研究者・個人でも

手軽に、しかもインターネットが利用できるパソコンが１台さえあればどこからでも、利用す

ることができるようになりました。このような観点からも、我々は、インターネットによる情

報提供サービスをより拡充する予定です。

インターネットには、さらに以下のような多くのメリットがあります。

（爆発的に増えるインターネットユーザー）

今や、インターネットの時代と呼ばれており、インターネットユーザーは爆発的に増えてお

ります。世界全体で１億人あまり、日本国でも、その使用者は約900万人になっております。現

在日本は不況のまっただ中にありますが、経済の状況いかんにかかわらず、インターネット使

用者は毎年大変な伸びを示しているのが実情です。このように爆発的に普及しているインター

ネットを、工業所有権情報普及を狙っている我々が利用しない手はありません。インターネッ

トを情報普及に利用すれば、研究者・技術者のみならず一般公衆も工業所有権情報にアクセス

することができ、工業所有権についての知識を有する人々のすそ野が広がっていくことでしょ

う。

（国策としてのインターネット）

現在、世界の国々では、国をあげて国民がインターネットを利用するよう促しております。例

えば、アメリカのアルベルト・ゴア副大統領が提唱したインフォメーションスーパーハイウェ

イ構想はあまりにも有名です。また、マレイシア国では、マルチメディアスーパーコリドー構

想があります。日本国においても、高度情報通信社会の構築に向けて官民一体となった努力が

なされております。インターネットなどが利用可能な情報通信網は、例えば、現在の橋・道路

などに代わって、次世代の最も重要な社会インフラストラクチャーになるように思われます。

我々工業所有権情報の普及を担う者が、次世代の情報の基幹であるインターネットなどの通信

網に、種々の工業所有権情報を流していくことは効率的な情報普及に大きく役立つことと思い

ます。

（インターネット利用の世界的な流れ）

インターネットを利用した情報普及は、今まで申し上げましたように、多くのメリットがご
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ざいますので、インターネットを利用した工業所有権情報普及は世界的な潮流となっています。

ＵＳＰＴＯは、1995年からインターネットをとおした米国特許明細書のなるデータを提供して

きました。日本国も本年３月、特許庁が保有する全 4000万件の工業所有権情報をインターネッ

ト経由で提供する予定です。ＥＰＯも今年、70年以降のイメージデータ・フルテキストデータ

をインターネットで提供する予定です。また、日本国・米国・欧州三極特許庁間の協力の下、三

極ウエッブサイトが昨年 11月に開設されました。

ＡＳＥＡＮにおいても多くの国々の工業所有権庁がインターネットによる情報提供を開始し

ました。とりわけ、タイ国のＤＩＰ（Department of Intellectual Propety）からは、文献情

報の検索機能が搭載されたホームページが提供されています。

ＡＰＥＣでは、ＩＰ情報モール構想が議論されています。そして、ＷＩＰＯにおいても、イ

ンターネットを利用した情報普及のあり方について活発に議論されております。ＷＩＰＯの

ＩＰＤＬは、大規模工業所有権庁から小規模工業所有権庁までをネットワークで接続し、工業

所有権情報を共有する計画であります。工業所有権情報の分野では、インターネット利用が地

球規模へと発展することが見込まれています。

（まとめ）

インターネットは情報を普及させるための一つの手段に過ぎません。しかしながら、イン

ターネットは、年々増加していく工業所有権情報を効率的に普及するためのキーとなることで

しょう。現在、世界は電子化され、ネットワーク化された情報化社会に向かって加速度的に動

いております。我々工業所有権行政に携わる者は、このような社会の動きを見据えて、インター

ネットを利用した情報普及に取り組まなければならないと強く信じております。

本日は、長い間ご静聴ありがとうございました。
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２－２　渡辺　仁氏の講演

（1）講演概要

セミナー第２日のワークショップ（アセアン諸国の各特許庁からの参加者のみ出席）にお

けるテーマ７である「工業所有権庁よりホームページにて発信する情報」の下で、概略以下

のとおりの講演を行った。

・現状の分析

昨年のセミナー開催時との比較による状況の変化

我が国特許庁によるインターネットを通じた工業所有権情報の新普及政策

各特許庁、民間業者、ＷＩＰＯ、三極特許庁における変化

・我が国特許庁の構築する特許電子図書館

新知的所有権情報時代の概要

特許電子図書館にて提供される情報の詳細

インターネットにて発信される情報量のこれまでの変化

・インターネット時代における情報普及のコンセプト

（2）成果

上記講演、およびその後の意見交換、さらには、セミナー全体を通じての意見交換を積

極的行うことにより、特許庁からインターネットにより提供すべき工業所有権情報につい

ての相互理解を得ることができた。

アセアン諸国の特許庁を代表する参加者からは、インターネットによる工業所有権情報

の提供に関して、昨年とは比べものにならないほどの熱意が感じられ、情報普及手段とし

てのインターネットが深く浸透していることを強く認識した。

（3）提言および要望

ホスト国を含めた運営が的確であったことから、セミナーは順調に進行し、さらにセミ

ナー形式がすべての参加国から何らかの報告がなされる形式であったことから、すべての

参加者に高い参加意識が感じられたが、内容がやや総括的であり、一方的な講演となる

ケースもみられたことから、今後は具体的な問題点を絞ることなどによりもう少し突っ込

んだ意見交換を行うことを考える時期にきているのではないかと考えられる。



- 41 -

（4）所感

セミナー全般を通じて、アセアン諸国の特許庁がまとまった行動をとることにより、我

が国特許庁をはじめとする先進特許庁からの一層の要請を引き出したいとする考えと、先

進特許庁と対等に近い立場を確保したいとする考えが強く感じられ、アセアン諸国が今後

進む方向性については特に注視していくべきであると感じられた。

２－３　冨吉　伸弥氏の講演

（1）題目「工業所有権庁の事務処理・審査処理の機械化と工業所有権情報ネットワーク」

（Mechanization of the Industrial Property Administration's Office and Examination

Procedures, and an Industrial Property Rights Information Network）

（2）内容

1） 日本国特許庁におけるペーパーレスシステムの現状について以下の説明を行った。

・特許および実用新案において、電子出願としてＯＳＩプロトコルを採用したワークス

テーションを 1990年 12月から利用し行えるようになり、1998年４月よりパソコンを

利用した電子出願も可能となったこと。

・紙による出願については、データエントリーシステムにより、電子化していること。

・以上の電子データは記録原本ファイルとして、電子情報として格納されており、この

電子情報を用いて、公報ＣＤ -ＲＯＭを発行していること。

・また、これらの公報の電子データ、総合資料データベースとして、検索用データベー

スとともに利用されていること。

・方式審査については、機械的なチェック後、端末機を利用して起案していること。

・実体審査については、Ｆターム検索により先行技術文献を検索し、これらの文献と出

願とを対比することにより判断し、端末機を利用して起案していること。

・方式審査、実体審査の起案情報については、発送ファイルに格納され、電子出願端末

機を用いて、出願人側から起案情報をダウンロード可能なこと。
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2） 将来計画

・意匠・商標について2000年１月より、パソコンを利用した電子出願を可能とするよう、

システムの構築を行っていること。

・インターネットを利用した電子出願システムについては、200X年には可能にするべく、

現在実証実験中であること。

（2）成果

講演内容については、質問も出され、また読み上げ用の原稿についてもコピーを入手し

たいとの要求もあり、セミナー出席者にペーパーレスシステムについての関心をもっても

らえたものと思われる。

（3）所感

日本国特許庁とＡＳＥＡＮ諸国とのシステム構築については、コスト面、サポートする

人材面で、今後も協力が必要であると感じた。
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第４　現地調査（コンサルタント）

１．表敬訪問など

１－１　ピパット知的財産局長

（局長発言要旨）

タイ国の知的財産制度は、先進国に比べれば様々な問題を抱えているが、順調に普及・

発展している。これをさらに拡大することが重要と考えている。弁理士制度を再構築する

ことも必要。ＤＩＰの引越し（３月に決定）にあわせて、新たにＩＰの研修センターを設立

する。これは、初級、中級、上級のクラスを持ち、弁理士などの専門家の育成をも考えて

いる。先日小野理事長に、カリキュラムの作成について助言などを求めた。日本国では特

許庁に専門家をたくさん抱えているので、専門家を派遣することを伊佐山長官にもお願い

している。日本国へ人を派遣して研修させることは、非常に高くつく。講師を呼んで行え

ば、多くの人に制度を普及することができる。午後から地方へセミナーのために出張する。

大阪の情報センターは非常によく機能している。タイ国の情報センターは、まだ非常に小

さなものでしかないが、これから充実させなければならない。

１－２　タイ知的財産局（ＤＩＰ）視察（ＤＩＰ・電算機室職員）

（1）出願受付窓口（１階）

出願手続きにおいて、相談室が用意されている。国内出願人は、出願様式、明細書の書

き方、クレームの書き方について、アドバイスを受けることができるが、外国企業の場合

には代理人に相談することになる。特許、商標、著作権で窓口が別になっており、受付後、

書誌事項はそのままインプットする。受付には予備調査を行うための端末機およびファイ

ルが用意されている。端末機は有料で、１時間 100バーツで最大２時間まで。著作権の登

録は、原本の添付が必要。

（2）データエントリー室（地下）

書誌データは出願と同時に入力されているが、明細書全体は公開後、イメージで入力さ

れている（ＬＡＮ経由でサーバーに蓄積）。デザインパテントも同様に蓄積。

（3）電算機室・閲覧室（２階）ピシェ課長表敬

サーバー、ジュークボックスからなる協力プロジェクトシステムに加え、商標システム

が稼動、商標は別システム。ジュークボックスにはＰＡＪなどが収納。電算機室の隣に閲

覧室があり、ＬＡＮ接続により（別にインターネットアクセスも可能であるが、イメージ出
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力に時間を要するので、ＬＡＮ接続中心となっている）システムにもアクセスすることが可

能。閲覧室は、ＣＤ-ＲＯＭが整備されている点を含め、ほかの特許庁と大きな差はない。

（4）商標課

商標出願の登録は、アルバイトを含む約20人のサーチャと６人または８人の登録官によ

り行われている。サーチャーは機械検索を用いて、類似性に関するコメントをつけたサー

チレポートを登録官に提出し、登録官は、これを判断して登録する。

（5）特許課（スラット課長）

特許課は、エンジニアリング、意匠など４つのセクションに分かれている。審査官は主

に出願人に提出させているＥＰＯ、ＵＳＰＴＯ、（ＪＰＯ）などのサーチレポートをもとに

審査を行っている。独自にサーチが必要なとき（タイ人出願など）は、ＩＰＩＣのシステム

をＬＡＮで利用しているほか、各国のＣＤ -ＲＯＭも活用している。

２．関連調査結果

２－１　概要

インターネット利用の環境

現在、タイ国のインターネットユーザー数は、約50万人と推定されている。このような

ユーザーに支えられて、インターネットによる特許情報などの利用は、一応可能な状況に

なっている。

しかしながら、タイ国のインターネットサイトは、1992 年にサービスを開始した

ＴｈａｉＳａｒｎ（Thai Social/Scientific,Academic and Research Network）を中心とし

た学術関係のプロバイダーに追うところが大きい。このサービスは、全国の大学をカバー

するものであり、68のノードが接続されている。主要大学は２ Mbpsのリンクで接続されて

いるが、そのほかの研究機関は512kbps以下となっているが、学術関係のサービスには、こ

のほか２つのサービスが提供されているが、利用が集中すればアクセスが難しくなったり、

安定性を欠くことを指摘する者もいた。

学術関係以外では、15のインターネットサービスプロバイダーが全国的なサービスを提

供している。一般企業、ローファームは、このサービスを利用している。大学関係者でも、

余裕がある教官などは、アクセスが容易で、安定性の高い民間プロバイダーを利用している。

工業所有権情報の利用者として重要な地位にあるローファームでは、インターネット導

入はかなり進んでいる。しかしながら、民間プロバイダーを利用した場合、物価水準に比

べた料金が高いことから、その拡大が難しいと指摘する者もいる。
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特許情報の利用状況

タイ国のオンラインサービスの利用者は、主に大学（４割以上）であり、次いで政府機関

の利用も大きい。特に大学研究者だけでなく、大学生が工業所有権情報を利用している点

は、我が国に比べて注目される点である。

特許情報サービスに関しては、ＤＩＰのＩＰＩＣが日本国の協力を得て最も進んでいる

が、情報の検索、技能という意味では、ＭＯＳＴＥ／ＳＩが優れた能力を持っている。

ＭＯＳＴＥが日本国のかつてのＪＩＣＳＴに相当するのに対し、ＴＩＡＣは日本国の学術

情報センターに相当するもので、いずれもＤＩＰ／ＩＰＩＣのインターネットサービスに

ついては強い関心を持っている。

タイ国の特許情報については、分類が正確でない、アップデートが遅れている、出願人

の翻訳にバラツキがあるといった問題が指摘されている。このような、機械化の前提とな

る特許ドキュメンテーションのインフラは、ほとんど整備されていないように思える。

ＤＩＰはもちろん、古くから工業所有権情報のサービスを行ってきたＭＯＳＴＥ／ＳＩで

あっても、比較的古いドキュメンテーション手法に止まっている。このことは、データソー

ス自体の信頼性の問題であり、コンピューターシステムでは対応できない問題であるので、

今後の検討が必要である。このような背景もあって、ローファームの中には、インハウス

のデータベースシステムを構築するものも出てきている。

日本国の情報については、その利用ニーズも高く、タイ国の情報利用者の50％が日本国

情報のユーザーである。日本国の情報の問題は、書誌および抄録については英文で利用で

きるものの、全文を利用するとなると日本語で読まなければならない点にある。（このため

に、日本語のできる専門家が重要となっている。）

２－２　各機関ごとの状況

（1）国家科学技術開発庁

ＮＳＴＤＡ（National Science and Technology Development Agency）

技術情報アクセスセンター：ＴＩＡＣ（Technology Information Access Center）

国家電子電算機技術センター：ＮＥＣＴＥＣ（National Electoronic and Computer

Technology Center）

所在地：73/1 Rama Vi Road Rajadhevee,Bangkok 10400

調査日時：平成 11年１月 21日（木）14時

面談者：Ms.Praditta Sirpan （Information Specialist,ＴＩＡＣ）

　　　　Mr.Kanchit Malaivongs （Director,ＴＩＡＣ）
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　　　　Mr.Suthee Phoojaruenchanachai

　　　　（Researcher,Computer System Technology Laboratory,ＮＥＣＴＥＣ）

（2）ＴＩＡＣ

① 組織の概要

ＴＩＡＣは、科学技術分野の情報を企業や国民に提供するために、1989年に設立され

た。

組織的には、ＭＯＳＴＥ（科学技術環境省）の傘下にあるＮＳＴＤＡ（National Science

and Technology Development Agency）に属している。センターには、Information system

（情報システム）部、Information and Libarary Service（情報・ライブラリーサービス）

部、Service and Product Development（サービス・製品開発）部、（Administration and

Finance）総務財務部の４つの部（Division）がある。

独自に料金を徴収しているが、独立採算の組織ではない。政府は、給与、運用経費、情

報取得経費を支援している。独自収入は、一般利用者のためのサービスに関する設備な

どに用いられている。1999年の独自収入は 300万バーツ（約 1,000万円）、政府からの資

金は 2,655万バーツ（約 8,700万円）、あわせて一億円規模である。

日本国の組織と比較すると、かつてのＪＩＣＳＴ（日本科学技術情報センター）に近い

ものであるが、組織の位置づけとしては、文部省の学術情報センター（ＮＡＣＴＩＣＳ）

により近いものである。

② 事業の概要

・オンラインデータベースサーチサービス（現在、ＳＴＮ International,Dialog,Lexis-

Nexis）の代理店となっており、これを利用した調査を行ったり、調査の支援および研

修を行っている。タイ語によるガイダンスも行っている。

・タイ論文ＣＤ -ＲＯＭの発行（ＴＩＡＣの独自のデータベースとして、最も完成してい

るものが、この Thai Thesis Database（学会論文、卒業論文などのデータベース）で

ある。このデータベースは、タイ語および英語の書誌・抄録情報を含んでいる。独自

に開発したフルテキスト検索ソフトが含まれている。データは、1974年から現在まで

の論文が２枚のＣＤ -ＲＯＭに記録されており、大学ごとに分かれている。全国 19の

大学をカバーすることを予定している）

・このほか、国内外雑誌の目次テーブル作成、各種刊行物の発行、相談事業、講習会の

開催などを行っている。
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③ タイ国におけるオンライン情報利用の状況

タイ国のオンラインサービスの利用者は、主に大学であり、次いでＤＩＰも大きな利

用者である。日本国の情報については、その利用ニーズも高く、情報利用者の 50％が日

本国情報のユーザーである。

日本国の情報の問題は、書誌および抄録については英文で利用できるものの、全文を

利用するとなると日本語で読まなければならない点である。（このために、日本語のでき

る専門家が重要となっている。）

④ 特許情報について

ＴＩＡＣは、特許情報についても非常に重要なものと考えており、ＤＩＰとも接触を

とりつつ、特許情報の利用・普及を図っている。

ＩＰＩＣプロジェクトについて昨年９月のセミナーに参加し、その利用性を確認する

ため、さっそくアクセスしてみた。利用性については様々な意見がある。これからも

ＤＩＰと協力してその利用を拡大していきたい。

（3）ＮＥＣＴＥＣ

① 組織の概要

ＮＥＣＴＥＣは、ＭＯＳＴＥ傘下のＮＳＴＤＡのもとに設けられた３つの研究機関

（ＢＩＯＴＥＣ：National Center for Genetic Engineering and Biotechnology,

ＭＴＥＣ：National Metal and Material Technology CenterそしてＮＥＣＴＥＣ）の

１ つである。1986年９月 16日にＭＯＳＴＥにより設立され、1991年に科学技術開発法

の施行にともない、ＮＳＴＤＡに合流した。

ＮＥＣＴＥＣの主な役割は、大学、政府機関および民間機関の技術開発およびエンジ

ニアリングをサポートすること、内部的な技術開発を行うこと、民間製造部門の技術的

支援を行うこと、技術開発および取得のための投資を行うこと、人材の育成、電子およ

びコンピューター技術に関する情報普及を図ることなどである。

② 活動内容

ＮＥＣＴＥＣは、電子技術、通信技術、ソフトウェア技術、オートメーション技術、レー

ザ・光学技術、医療電子技術などの開発のほか、情報システムのコンサルタント、コン

ピューター関係の技術的コンサルタント、電磁インターフェースの標準化と試験サービ

ス、Taisarn-Internetサービスを行っている。
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③ タイ国におけるインターネット普及状況

現在、タイ国のインターネットユーザー数は、約50万人と推定されている。タイ国の

インターネットサイトは、学術関係が中心となっている。インターネットの利用は、1987

年の Prince of Songkhala大学のＥメール開始に始まり、大学を中心に拡大した。大学

における展開とは別に、ＮＥＳＴＥＣが大学間ネットワークを 1987年に開始した。これ

をもとに、1 9 9 2 年に構築されたのが、ＴｈａｉＳａｒｎ（T h a i  S o c i a l /

Scientific,Academic and Research Network）である。

ＴｈａｉＳａｒｎは、その規模を全国の大学をカバーするものに拡大した。このＴｈ

ａｉＳａｒｎには、68のノードが接続されている。主要大学は２ Mbpsのリンクで接続さ

れ、そのほかの研究機関は64-512kbpsのリンクでつながれている。ＴｈａｉＳａｒｎトー

タルの国内ネットワークの能力は 17Mbpsを超えるものとなっている。ＴｈａｉＳａｒｎ

はまた、Internet Thailandの２ Mbpsゲートウェイを通じて、海外とも接続されている。

さらに、日本国とは、学術情報センター（ＮＡＣＳＩＳ）と２ Mbpsで接続されている。

ＳｃｈｏｏｌＮｅｔ＠1509プロジェクトは、タイ全土の学校に対して、無料のダイヤ

ルアップによるインターネットアクセスを提供するものである。100を越える学校がこの

サービスを利用している。1999年末には 2500の学校に拡大することをめざしている。

学術関係以外では、15のインターネットサービスプロバイダーが全国的なサービスを

提供している。

表－１　タイの民間インターネットプロバイダー

Internet Service Providers サービス開始 回線速度

A-Net 1998 512k

Asia Access Internet Service 1998 512k

Asia Infonet 1997 512k

C.S.Communications 1997 256k

Chomanan Group

Data Line Thai 1997 64k

Far East Internet 1998 128k

Infonews

Internet Thailand Service Center 1995 10M

KSC Commercial Internet 1995 1.024M

Loxly Information Service 1997 512k

Samart CyberNet 1997 1.024M

Siam Global Access 1998 128k

WorldNet Access

NIX 1998 2.048M
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④ 特許情報の利用

ＮＥＣＴＥＣでは、特許情報を以下のように利用することが可能と考えている。

1） 新しいアイデアを収集する

2） ライセンシングに使う

3） アイデアを実用化する

以上の特許情報の利用については、バイオテクノロジーの分野では実現されている。

しかしながら、ＮＥＣＴＥＣの分野では、ソフトウェアについての開発が中心で、特

許ではなく著作権の問題であるのであまり利用しておらず、また、特許を取得すること

もほとんどない。

（4）タイ知的財産協会：ＩＰＡ（Intellectual Propety Association of Thailand）

調査日時：

平成 11年１月 22日（金）10時～

面談場所：Baker & Mc.Kenzie事務所

面談者：

Suchart Thammapitagki 会長 Somnuk & Sutee,Advovates & Solicitors

Dhiraphol Suwanprateep Attorney at Law Baker & McKenzie

Uraiwan Damrongsuman Attorney at Law,Trade-mark

& Patent Agents

Miki Patent　& Trademark Law Office

King Wah Wong Head of Intellectual DEJ-UDOM & Associates

Property Dept.

Sareeya Galasintu Attorney at Law DEJ-UDOM & Associates

Rutorn Nopakun Partner/Attorney at Law Dommern Somgiant & Boonma

Satyapon Sachdecha Attorney at Law Satypon & Partners Limited

表－２　学術関係などのインターネットプロバイダー

Internet Service Providers サービス開始 回線速度

ThaiSarn 1992 100M

PubNet 100M

SchoolNet 1998 10M
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調査結果調査結果：：

①① 組織の概要組織の概要

タイ知的財産協会は、タイ知的財産協会は、法律事務所、法律事務所、商標特許事務所、商標特許事務所、特許特許・・商標権者など商標権者など2424の会員の会員

を有する組織で、を有する組織で、当初、当初、特許協会、特許協会、商標協会と称していたものが合同して名称を変更商標協会と称していたものが合同して名称を変更

したものである。したものである。なお、なお、弁護士会は、弁護士会は、別に存在する。別に存在する。（タイ国では、（タイ国では、弁理士であり、弁理士であり、かか

つ、つ、特許弁護士として登録している者は一人しかいない。）特許弁護士として登録している者は一人しかいない。）

②② 主な事業内容主な事業内容

主な活動としては、主な活動としては、定期的に会合を開いているほか、定期的に会合を開いているほか、特定のテーマについてセミ特定のテーマについてセミ

ナーを開催している。ナーを開催している。これまでに開催したセミナーのテーマとしては、これまでに開催したセミナーのテーマとしては、商標、商標、インターインター

ネット、ネット、新しい知的財産などがある。新しい知的財産などがある。２月２月2727日にもセミナーを予定している。日にもセミナーを予定している。ＤＩＰＤＩＰ

のサンチ副局長が出席している。のサンチ副局長が出席している。現在議会に提出されている実用新案制度について非現在議会に提出されている実用新案制度について非

常に興味を持っており、常に興味を持っており、多数の出願増を期待している。多数の出願増を期待している。議会の審議の状況は不透明で議会の審議の状況は不透明で

あるが、あるが、最終的には今年の夏の遅い時期には実現するものと考えている。最終的には今年の夏の遅い時期には実現するものと考えている。

ＩＰＡは、ＩＰＡは、知的財産の普及のためにテレビコマーシャルを行っている。知的財産の普及のためにテレビコマーシャルを行っている。また、また、ラジラジ

オ番組も持っている。オ番組も持っている。

③③ 特許情報の活用特許情報の活用

タイでのインターネットの利用は広く普及している。タイでのインターネットの利用は広く普及している。ただしクライアントの多くは、ただしクライアントの多くは、

タイの文献だけでなく、タイの文献だけでなく、米国、米国、欧州、欧州、日本国の文献をも必要としている。日本国の文献をも必要としている。このため、このため、法法

理事務所の中には、理事務所の中には、独自の英文データベースを構築し、独自の英文データベースを構築し、クライアントに対してサービクライアントに対してサービ

スしているものがある。スしているものがある。

ＤＩＰのＩＰＩＣサービスについては、ＤＩＰのＩＰＩＣサービスについては、非常によいものと考えている。非常によいものと考えている。しかしながしかしなが

ら、ら、特許文献に限られているなどの問題も少なくない。特許文献に限られているなどの問題も少なくない。また、また、審査官が同じデータベー審査官が同じデータベー

スを用いるということが必要である。スを用いるということが必要である。（詳しくはセミナーの発言参照）（詳しくはセミナーの発言参照）

11）） ほかの特許庁とのリンクが簡単でない。ほかの特許庁とのリンクが簡単でない。（ＤＩＰとも異なっている。）（ＤＩＰとも異なっている。）

22）） 商標商標・・著作権についてもカバーして欲しい。著作権についてもカバーして欲しい。

33）） 法律自体とか、法律自体とか、そのほかの情報についても合わせて利用できるようにして欲しい。そのほかの情報についても合わせて利用できるようにして欲しい。

タイ国では、タイ国では、利用者が限られていることもあって、利用者が限られていることもあって、アクセスが難しいとか、アクセスが難しいとか、遅いと遅いと

いう問題はない。いう問題はない。（注（注：：面談者は民間のプロバイダーを利用しているため、面談者は民間のプロバイダーを利用しているため、このようなこのような

回答をしているが、回答をしているが、政府系のプロバイダーを利用している大学などでは、政府系のプロバイダーを利用している大学などでは、接続回線の接続回線の

問題が生じている。問題が生じている。このため、このため、大学教授などの中でも余裕のある者は、大学教授などの中でも余裕のある者は、民間プロバイ民間プロバイ
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ダーと契約して利用している。ダーと契約して利用している。この民間プロバイダーの料金は必ずしも安くなく、この民間プロバイダーの料金は必ずしも安くなく、特特

許事務所の中にはこの料金問題のために接続が拡大できないとこぼす者もいた。）許事務所の中にはこの料金問題のために接続が拡大できないとこぼす者もいた。）

④④ そのほかそのほか

ⅰⅰ））研修について研修について

日本国の発明協会日本国の発明協会（Ｊ（ＪＩＩＩＩＩＩ））の研修について、の研修について、高く評価している。高く評価している。タイ国では、タイ国では、技技

術情報の扱い、術情報の扱い、知的財産管理、知的財産管理、実用新案制度、実用新案制度、審査手続きなどに関するセミナーを審査手続きなどに関するセミナーを

必要としている。必要としている。ＤＩＰも積極的にセミナーを実施しているがＪＤＩＰも積極的にセミナーを実施しているがＪＩＩＩＩＩが実施していＩが実施してい

る研修にはる研修にはＩＰＡのメンバーから誰も参加していない。ＩＰＡのメンバーから誰も参加していない。どのように参加者を選定しどのように参加者を選定し

ているのか、ているのか、選定手続きを透明なものとしてほしい。選定手続きを透明なものとしてほしい。ＤＩＰおよびＪＤＩＰおよびＪＩＩＩＩＩＩに要望をに要望を

出したいと考えている。出したいと考えている。

ⅱⅱ））地域商標庁について地域商標庁について

地域商標庁は、地域商標庁は、非常に複雑な問題である。非常に複雑な問題である。この実現には、この実現には、言語、言語、制度、制度、コンセプコンセプ

トの整理が必要である。トの整理が必要である。商標は特許と異なり、商標は特許と異なり、文化の違いが大きく影響する。文化の違いが大きく影響する。可能可能

性としては、性としては、共通様式の導入から入り、共通様式の導入から入り、審査のハーモナイゼーションや登録へ移行審査のハーモナイゼーションや登録へ移行

するものと考えている。するものと考えている。マレイシア国のように７年で更新が必要な国もある。マレイシア国のように７年で更新が必要な国もある。ハーハー

モナイゼーションは必要であるが、モナイゼーションは必要であるが、統一の問題は難しいと考えている。統一の問題は難しいと考えている。

（（55））科学技術環境省科学技術環境省

ＭＯＳＴＥＭＯＳＴＥ（（Ministry of Science Technology an EnvironmentMinistry of Science Technology an Environment））

科学サービス局科学技術情報部科学サービス局科学技術情報部：：

Scientific and Technological Information Division,Department of Science ServiceScientific and Technological Information Division,Department of Science Service

所在地所在地：：Rarma VIRD,Bangkok 10400Rarma VIRD,Bangkok 10400

調査日時調査日時：：平成平成 1111年１月年１月2222日日（金）（金）1414時～時～

面談者面談者：：Mayuree PongpudpunthMayuree Pongpudpunth

　　　　（　　　　（Director,Scientific and Technological Information DivisionDirector,Scientific and Technological Information Division））

　　　　　　　　Phandau PatchtavornPhandau Patchtavorn

調査結果調査結果：：

①① 組織の概要組織の概要

Department of Science ServiceDepartment of Science Service（ＤＳＳ科学サービス局）（ＤＳＳ科学サービス局）は、は、ＭＯＳＴＥの７部ＭＯＳＴＥの７部



- 52 -- 52 -

局の一つであり、局の一つであり、その起源はその起源は 18911891年に設立された鉱業地質局の小さなユニットまで遡年に設立された鉱業地質局の小さなユニットまで遡

ることができる。ることができる。現在の名称は、現在の名称は、19791979年の新しい省年の新しい省（ＭＯＳＴＥ）（ＭＯＳＴＥ）の誕生に合わせてつの誕生に合わせてつ

けられたものである。けられたものである。それ以降、それ以降、科学技術に興味を持つ政府機関、科学技術に興味を持つ政府機関、民間機関、民間機関、産業界産業界

に門戸を開いた政府の図書館として、に門戸を開いた政府の図書館として、発展してきた。発展してきた。

ＤＳＳは次の機能を有している。ＤＳＳは次の機能を有している。

・・政府の科学技術図書館としての機能政府の科学技術図書館としての機能

・・政府および民間機関に対する化学、政府および民間機関に対する化学、物理、物理、生物が分析サービス生物が分析サービス

・・工業製品、工業製品、食品などに関する品質管理および認定のための分析試験食品などに関する品質管理および認定のための分析試験

・・資源、資源、産業、産業、農業廃棄物再利用の実用化農業廃棄物再利用の実用化

・・大学生、大学生、様々な国家機関および産業研究機関の人材に対する化学分析研修様々な国家機関および産業研究機関の人材に対する化学分析研修

・・科学技術情報サービスなど科学技術情報サービスなど

Scientific and Technological Information DivisionScientific and Technological Information Division（ＳＩ（ＳＩ：：科学技術情報課）科学技術情報課）は、は、

19781978年に設立された新しい組織であるが、年に設立された新しい組織であるが、その起源はその起源は 19181918年まで溯ることができる。年まで溯ることができる。

現在、現在、ＳＩは医学と農学を除く科学技術に関する国立図書館となっている。ＳＩは医学と農学を除く科学技術に関する国立図書館となっている。

②② 特許情報サービスおよび利用の現状特許情報サービスおよび利用の現状

ⅰⅰ））特許情報センター特許情報センター（ＰＩＣ）（ＰＩＣ）

特許情報センターは、特許情報センターは、19781978年に設立された。年に設立された。現在、現在、公開、公開、公告、公告、登録など、登録など、様々様々

な一次、な一次、二次特許文献を保有している。二次特許文献を保有している。特に、特に、政府機関によるものだけでなく、政府機関によるものだけでなく、民民

間の発行する特許文献も整備している。間の発行する特許文献も整備している。

特許情報センターの機能は以下のとおりである。特許情報センターの機能は以下のとおりである。

・・特許登録手続き、特許登録手続き、料金などの照会サービス料金などの照会サービス

・・特許文献所得サービス特許文献所得サービス

・・ＳＤＩサービスＳＤＩサービス

・・特許分類サービス特許分類サービス（ＩＮＰＡＤＯＣサービスによる）（ＩＮＰＡＤＯＣサービスによる）

・・特許出願人サービス特許出願人サービス（同上）（同上）

・・パテントファミリーサービスパテントファミリーサービス（同上）（同上）

・・特許発明者サービス特許発明者サービス（同上）（同上）

・・特許リーガルステータスサービス特許リーガルステータスサービス（同上）（同上）

・・特許情報サーチサービス特許情報サーチサービス（ＷＩＰＯおよびＥＰＯの協力による）（ＷＩＰＯおよびＥＰＯの協力による）

・・マニュアルマニュアル・・ＣＤＣＤ --ＲＯＭ特許情報サーチ公衆ＲＯＭ特許情報サーチ公衆

ⅱⅱ））特許ドキュメンテーション特許ドキュメンテーション
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特許情報の収集は、特許情報の収集は、3838万件を越える万件を越える3232カ国カ国・・２国際機関の特許文献と、２国際機関の特許文献と、特定分野特定分野

の特許文献ファイルの特許文献ファイル（ＷＩＰＯ技術水準サーチの（ＷＩＰＯ技術水準サーチの270270ファイル）ファイル）および特別の主題ごおよび特別の主題ご

とに編集されたとに編集された335335タイトルの特許タイトルの特許（これは、（これは、英国の情報サービス機関が作成してい英国の情報サービス機関が作成してい

る。）る。）からなる。からなる。さらに、さらに、ＩＮＰＡＤＯＣの提供する国際特許分類バックファイル、ＩＮＰＡＤＯＣの提供する国際特許分類バックファイル、米米

国特許商標庁の提供する特許分類インデックス、国特許商標庁の提供する特許分類インデックス、ダウエント社の抄録、ダウエント社の抄録、ＰＡＪなどＰＡＪなど

のＣＤのＣＤ--ＲＯＭを備えている。ＲＯＭを備えている。ＳＩは、ＳＩは、ＤＩＰとともに、ＤＩＰとともに、ＷＩＰＯの技術水準サーＷＩＰＯの技術水準サー

チの要請ができる機関に指定されている。チの要請ができる機関に指定されている。

特許情報サービスは、特許情報サービスは、ほかの科学技術情報サービスの一環として行われている。ほかの科学技術情報サービスの一環として行われている。

このサービスのユーザーをカテゴリー別にみると、このサービスのユーザーをカテゴリー別にみると、大学が大学が 4141％でもっとも多く、％でもっとも多く、次次

いで政府機関がいで政府機関が3838％、％、民間機関が民間機関が2121％となっている。％となっている。利用は利用は「化学」「化学」分野がもっとも分野がもっとも

多く、多く、次いで、次いで、食品、食品、材料関係となっている。材料関係となっている。この３分野が突出この３分野が突出（合わせて（合わせて 7070％強）％強）

しており、しており、そのほかは極めて少ない。そのほかは極めて少ない。

③③ 問題点など問題点など

ＳＩは古い歴史を持ち、ＳＩは古い歴史を持ち、特許情報を含むサービスを実施してきたが、特許情報を含むサービスを実施してきたが、日本国政府が日本国政府が

ＤＩＰとにＩＰＩＣプロジェクトを開始して以来、ＤＩＰとにＩＰＩＣプロジェクトを開始して以来、必要な予算が確保できなくなって必要な予算が確保できなくなって

きている。きている。ＩＰＩＣプロジェクトの開始前から、ＩＰＩＣプロジェクトの開始前から、書誌情報のデータベース化を進めて書誌情報のデータベース化を進めて

きたが、きたが、（ＤＯＳベース）、（ＤＯＳベース）、途中で中止した。途中で中止した。その後、その後、再びＷｅｂベースで試験的に構再びＷｅｂベースで試験的に構

築を始めた。築を始めた。このシステムは、このシステムは、タイ国の文献だけでなく、タイ国の文献だけでなく、米国の文献をも含まれてい米国の文献をも含まれてい

る。る。

ＤＩＰのＩＰＩＣサービスの端末機を２台閲覧室に整備している。ＤＩＰのＩＰＩＣサービスの端末機を２台閲覧室に整備している。サーチービスをサーチービスを

希望する場合、希望する場合、自らサーチを行うこともある。自らサーチを行うこともある。

（（66））タマサートタマサート（Ｔｈａｍｍａｓａｒｔ）（Ｔｈａｍｍａｓａｒｔ）大学大学

面談日時面談日時：：平成平成 1111年１月年１月2525日日（金）（金）午後２時から午後２時から

面談者面談者：：Prof.Pisawat SukonthaponProf.Pisawat Sukonthapon

調査結果調査結果：：

①① 知的所有権講座知的所有権講座

現在、現在、知的所有権に関する講義は、知的所有権に関する講義は、学部では選択コースとなっている。学部では選択コースとなっている。学部卒業後学部卒業後

のＬａｗのＬａｗ  Ｓｃｈｏｏｌでは、Ｓｃｈｏｏｌでは、ビジネス法、ビジネス法、国際法、国際法、私法、私法、刑法の４コースの中で、刑法の４コースの中で、ビビ

ジネス法コースに含まれている。ジネス法コースに含まれている。

知的所有権に関するコースは、知的所有権に関するコースは、3232時間行われ、時間行われ、１）１）知的所有権法の概論、知的所有権法の概論、２）２）著作権、著作権、
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３）３）商標、商標、４）４）特許の４つの講義から構成されている。特許の４つの講義から構成されている。今後は、今後は、実用新案など、実用新案など、新しい新しい

制度についても扱っていく予定である。制度についても扱っていく予定である。ピサワット教授が概論と著作権を担当し、ピサワット教授が概論と著作権を担当し、ブブ

ンマ氏が商標、ンマ氏が商標、ヤンヨン氏が特許を担当している。ヤンヨン氏が特許を担当している。国内の制度だけでなく、国内の制度だけでなく、国際的な国際的な

制度の研究を行うことが重要と考えている。制度の研究を行うことが重要と考えている。

②② 特許情報の利用特許情報の利用

インターネットを十分活用している。インターネットを十分活用している。ただし、ただし、学術関係のＮＥＣＴＥＣの回線は集学術関係のＮＥＣＴＥＣの回線は集

中して利用されるために安定していない。中して利用されるために安定していない。学生もよくインターネットを利用している。学生もよくインターネットを利用している。

教授は、教授は、独自に民間プロバイダーと契約して様々な場で利用している。独自に民間プロバイダーと契約して様々な場で利用している。特に外国の制特に外国の制

度や政策などはインターネットを利用することにより入手が可能である。度や政策などはインターネットを利用することにより入手が可能である。

エンフォースメントのためにもインターネットによる情報の提供が必要である。エンフォースメントのためにもインターネットによる情報の提供が必要である。
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第５　セミナーに対する所感および提言

（1） 本セミナーは、オープンセミナー約 100名、クローズドワークショップ８か国の参加者を

集めるとともに、インターネット技術の各国工業所有権庁による利用に関して、各国工業所有

権庁などの知識の共有および情報交換を図ることができ、初期の目的を達成できたものと思料。

（2） 特に、フィリピン国は、電算機システムの専門家とドキュメンテーションを担当する審査

官が出席し、プロジェクタを用いたプレゼンテーションを行うなど積極的に対応していた。ま

た、インドネシア国も、様々な面から意見を述べるなど、本セミナーを積極的に活用する姿勢

が見受けられた。

しかしながら、制度上の整備が遅れているラオス国、ミャンマー国を含めて、必ずしも全体

が、初期の情報専門家の意見交換とはならなかったことも事実。中でもホスト国であるタイ国

については、電算機またはドキュメンテーション担当者は、最後のＩＰＩＣプロジェクトの紹

介にスピーカーとして出席しただけであり、また、進行担当者が席を離れるとタイ側の出席者

が皆無となるなど、本セミナーの意義を正確に理解されていたか疑問。

（なお、日本側も折衝などのために席を離れることが多く、意見発表を行う各国参加者への影

響が懸念された。開催国であるタイ国は、結論ペーパーに示されたように、ＡＳＥＡＮ特許庁

の幹部クラスの会合とすることを望んでいるため、今後、その性格を明確化することが重要で

ある。）

（3）タイＩＰＩＣプロジェクトについては、特許分類などのドキュメンテーションの遅れについ

て懸念がある。機械検索の前提は、ドキュメンテーションが十分整備されていることであり、紙

利用以上にサーチ漏れの原因となる。設備・ソフトウェアに関する技術移転とともに、プロジェ

クト期間内に、ドキュメンテーション技術の移転を確実に実現することが必要。

現在のハードウェアを含むシステム構成は、この分野の技術開発が急速に進歩している結果、

若干古いタイプのものになってきている。

タイ国における特許情報の利用拡大がどの程度のものになるか不透明であるが、数年後にも

新たなシステムへの切り替えが求められると予想される。この場合、ＤＩＰの中には欧州特許

庁が開発したＥＳＰ＠ＳＮＥＴに注目している者もいるため、適切な対応が必要である。

（4）タイ国が現在導入を進めている「実用新案制度」について、日本国の協力を期待する声が、い

くつかの場で聞かれた。本制度の導入にあたっては、独国がかなりの協力を行ったとも伝えら

れているが、実用新案制度について 100年の経験を持つ我が国への期待を実感。
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（（55））コンサルタントの役割について、コンサルタントの役割について、出発前の準備と現地の認識とに若干のずれを感じた。出発前の準備と現地の認識とに若干のずれを感じた。現地現地

では、では、工業所有権分野プロジェクト連携セミナーの継続的な開催にあたって、工業所有権分野プロジェクト連携セミナーの継続的な開催にあたって、その連続性を確その連続性を確

保するためにコンサルタントを配置するとの認識。保するためにコンサルタントを配置するとの認識。セミナー実施に関する対応について、セミナー実施に関する対応について、長期長期

派遣専門家からスタンスにコンサルタントの役割について、派遣専門家からスタンスにコンサルタントの役割について、現地の期待の大きさと出発前の認現地の期待の大きさと出発前の認

識とに若干のずれを感じた。識とに若干のずれを感じた。工業所有権分野プロジェクト連携セミナーを継続的な開催にあ工業所有権分野プロジェクト連携セミナーを継続的な開催にあ

たっては、たっては、コンサルタントの活用も有効であるが、コンサルタントの活用も有効であるが、その場合には、その場合には、準備準備・・調査段階から参加さ調査段階から参加さ

せるとともに、せるとともに、コンサルタントの位置付けを明確とし、コンサルタントの位置付けを明確とし、セミナー全般について総合的に対応でセミナー全般について総合的に対応で

きるようにすることが有効と思料。きるようにすることが有効と思料。

（（66））次回連携セミナーの考え方次回連携セミナーの考え方

各国工業所有権庁の機械化の状況、各国工業所有権庁の機械化の状況、今回の議論の状況をふまえ、今回の議論の状況をふまえ、議論は次の観点から行うこ議論は次の観点から行うこ

とが適当と考えられる。とが適当と考えられる。

①① 参加者のレベル参加者のレベル

各国工業所有権庁の機械化システムおよびドキュメンテーションの専門家とすることが各国工業所有権庁の機械化システムおよびドキュメンテーションの専門家とすることが

適当である。適当である。

本年度のセミナーで、本年度のセミナーで、タイ国は幹部クラス会合の必要性を主張したが、タイ国は幹部クラス会合の必要性を主張したが、フィリピン国、フィリピン国、イイ

ンドネシア国におけるプロジェクトの進展と本セミナーの趣旨をふまえると、ンドネシア国におけるプロジェクトの進展と本セミナーの趣旨をふまえると、管理部門あ管理部門あ

るいは幹部の会合とするのではなく、るいは幹部の会合とするのではなく、実務専門家および民間実務者の会合とするのが適当実務専門家および民間実務者の会合とするのが適当

である。である。

②② 内容内容

工業所有権情報に関する工業所有権情報に関する「機械化システム」「機械化システム」とと「ドキュメンテーション」「ドキュメンテーション」を扱うことが適当を扱うことが適当

である。である。

ａａ「機械化システム」「機械化システム」は、は、特許情報の検索に限ることなく、特許情報の検索に限ることなく、商標、商標、法律情報、法律情報、出願管理な出願管理な

どを含めた広範囲なものとすることが適当。どを含めた広範囲なものとすることが適当。この中でインターネットなどについても、この中でインターネットなどについても、

技術的な面に重点を置いて議論の対象とする。技術的な面に重点を置いて議論の対象とする。

ｂｂ「ドキュメンテーション」「ドキュメンテーション」については、については、プロジェクト成功の鍵を握るものであり、プロジェクト成功の鍵を握るものであり、またまた

一般利用者への波及効果も大きいことから、一般利用者への波及効果も大きいことから、高いプライオリティーをもつものと考え高いプライオリティーをもつものと考え

られる。られる。この場合、この場合、特許分類については、特許分類については、出願人の問題ではなく、出願人の問題ではなく、政府が責任を持っ政府が責任を持っ

て正確な分類付与を義務付けられているて正確な分類付与を義務付けられている（ストラスブール協定）（ストラスブール協定）ものという基本認識をものという基本認識を

明確とすることが必要である。明確とすることが必要である。

ｃｃ「工業所有権情報のディセミネーション「工業所有権情報のディセミネーション（普及）」（普及）」は、は、そもそも政策的な要素のものであそもそも政策的な要素のものであ

り、り、かつ各国工業所有権庁とも専門家が育っていないのが実情。かつ各国工業所有権庁とも専門家が育っていないのが実情。このため、このため、参加者の参加者の

水準を明確にしなければ、水準を明確にしなければ、議論が噛み合わないことになり、議論が噛み合わないことになり、トピックスとするためにトピックスとするために
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は、は、相当の準備が必要と思料。相当の準備が必要と思料。

③③ 開催地開催地

これまで、これまで、タイ国において２回開催してきたが、タイ国において２回開催してきたが、今回のセミナーにおけるタイ側の今回のセミナーにおけるタイ側の

対応と、対応と、その他の参加国の対応とを勘案すれば、その他の参加国の対応とを勘案すれば、フィリピン国、フィリピン国、インドネシア国につインドネシア国につ

いても開催地候補とすることも適当と考えられる。いても開催地候補とすることも適当と考えられる。



付　属　資　料

１．Minutes of Discussions(M/D)

２．The Conclusion of the second JICA/DIP Seminar

　　on Industrial Property

３．セミナー予稿集
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